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資料２

眼の水晶体の等価線量限度の変更に関する規則等の改正に伴う意見

募集の結果及び放射線審議会への諮問について（案） 

令和元年 12 月 4 日 

原 子 力 規 制 庁 

1. 意見募集の結果

今般、眼の水晶体の等価線量限度の変更に関する規則等の改正について、行政

手続法（平成 5年法律第 88 号）に基づく意見募集を実施したところ、その結果

は以下のとおり。 

1.1 放射性同位元素等の規制に関する法律の規則及び告示 

(1)概要 

期 間：令和元年 10 月 17 日から同年 11 月 15 日まで（30 日間） 

対 象：①眼の水晶体の線量限度の変更のための放射性同位元素等の規

制に関する法律施行規則の一部を改正する規則 

②眼の水晶体の線量限度の変更のための放射線を放出する同位

元素の数量等を定める件の一部を改正する告示

方 法：電子政府の総合窓口（e-Gov）、郵送及び FAX 

(2) 意見公募の結果 

○御意見数：2件※

○御意見に対する考え方：別紙 1のとおり

1.2 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の関係告示 

(1)概要 

期 間：令和元年 10 月 17 日から同年 11 月 15 日まで（30 日間） 

対 象：眼の水晶体の線量限度の変更のための核燃料物質等の工場又は

事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を

定める告示等の一部を改正する告示 

方 法：電子政府の総合窓口（e-Gov）、郵送及び FAX 

(2)意見公募の結果 

○御意見数：3件※

○御意見に対する考え方：別紙 2のとおり

※御意見数は、総務省が実施する行政手続法の施行状況調査において指定された算出方法に基

づく。 
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2. 規則等の改正案について 

○上記 1.1 については、意見募集の結果を踏まえ傍線の引き方等の形式的な

修正を加える（別紙 4の赤字部分）。なお、別紙 3については修正なし。 

○上記 1.2 については、意見募集の結果を踏まえ、記載内容の明確化や整合

性の確保等のための修正を加える（別紙 5、6、7及び 8の赤字部分）。 

 

3. 放射線審議会への諮問 

上記 2．のうち今回の眼の水晶体の等価線量限度の変更に関する規則等の

改正について、放射線障害防止の技術的基準に関する法律第 6 条に基づき、

別紙 9について、放射線審議会に諮問を行うこととしたい。 

 

〈放射線障害防止の技術的基準に関する法律〉 

第6条 関係行政機関の長は、放射線障害防止の技術的基準を定めようとするときは、

審議会に諮問しなければならない。 

 

なお、放射線審議会の意見を踏まえ、眼の水晶体以外の部分も併せ、答申

後、原子力規制委員会で決定し、制定することとする。 

 

4. 今後の予定 

・放射線審議会への諮問 

・放射線審議会からの答申 

・答申を踏まえ原子力規制委員会で規則等改正を決定 

・公布（官報掲載）上記委員会後、速やかに行う 

・施行 令和 3年 4月 1日（核種の一覧表の改正部分（【別紙 4】及び【別紙

5】）については、公布の日に施行する。） 

 

別紙 

別紙1 眼の水晶体の等価線量限度の変更に関する規則等の改正案への御意

見に対する考え方（案）（1/2） 

別紙2 眼の水晶体の等価線量限度の変更に関する規則等の改正案への御意

見に対する考え方（案）（2/2） 

別紙3 眼の水晶体の線量限度の変更のための放射性同位元素等の規制に関

する法律施行規則の一部を改正する規則（案） 

別紙4 眼の水晶体の線量限度の変更のための平成十二年科学技術庁告示第

五号（放射線を放出する同位元素の数量等を定める件）の一部を改正

する告示（案） 
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別紙5 眼の水晶体の線量限度の変更のための核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律関係告示を改正する告示（案）本文 

別紙6 別紙 5による核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等

の規定に基づく線量限度等を定める告示の一部改正（案）新旧対照条

文 

別紙7 別紙 5による東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保

安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示の一

部改正（案）新旧対照条文 

別紙8 別紙 5による平成二年科学技術庁告示第五号（核燃料物質等の工場又

は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定

める告示）の一部改正（案）新旧対照条文 

別紙9 放射線審議会への諮問（案）（概要・新旧対照表条文を含む。） 

 

以上 
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眼の水晶体の等価線量限度の変更に関する規則等の改正案への御意見に対する考え方（案）（１／２）   
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別紙１ 

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部改正案についての御意見 

No. 御意見（原文） 考え方 

１ 意見１：改正する規則が一つであるにもかかわらず題名に「～のための」をつけるの

は不適切であり、単に「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の一部を改正

する規則」とすべき。 

他の内容による改正と混同しないように改正目的を

付したものであり、規則の数に関わりなく、制定文

中の題名は原案のとおりとします。 

 

放射線を放出する同位元素の数量等を定める件の一部改正案についての御意見 

No. 御意見（原文） 考え方 

２ 意見１：上記規則の意見１に同じ。題名を「放射線を放出する同位元素の数量等を定

める件」とすべき。 

同上 

３ 意見２：新旧対照表のうち、第 18 条第 1 項は「第 20 条第 2 項」に、第 20 条第 3 項は

「第 20 条」にも傍線を引くべき。先日の委員会で、法令改正の誤りの多さについて指

摘され、長官は謝罪し、改善策を講じると宣言したが、このような初歩的な誤りが続

いているのは困ったことです。 

ご指摘を踏まえ、修正します。 
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４ 
別表「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件の一部改正に関する表」の第六

条の記載は以下のように変更する必要があると考えます。 

【原案】 

「眼の水晶体については、四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト及

び平成十三年四月一日以降五年毎に区分した各期間に月百ミリシーベルト」 

【変更の提案】 

「眼の水晶体については、四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト及

び令和三年四月一日以降五年毎に区分した各期間に月百ミリシーベルト」 

【変更理由】 

 眼の水晶体の等価線量限度の変更は、令和三年からです。原案通りですと平成十三

年から、眼の水晶体の五年毎の等価線量限度が存在していたかのように誤解されてし

まうと思います。実効線量限度の五年毎(平成十三年施行)と時期を合わせることを意

図しているかと思いますが、眼の水晶体の等価線量限度の適用は令和 3 年からです。

「眼の水晶体については」と限定しておきながら平成十三年を始期にするとしたら説

明が必要ではないでしょうか。 

五年毎の時期が、実効線量限度と水晶体の等価線量限度が一致しているので、放射線

審議会の意見具申にもあります「管理上の問題」は避けることはできると思います。 

本件は、平成 30 年 2 月の放射線審議会からの意見具

申において、「起算点の扱い方が現状の実効線量の

管理と整合するように扱うことが望ましい。」とさ

れています。平成 13 年（西暦 2001 年）4 月 1 日か

ら施行されている実効線量の管理を 5 年ごとに区分

した各期間と同じであることが明確になるよう、数

量告示第五条第一号の実効線量限度の「平成十三年

四月一日以後五年ごとに区分した各期間」とする規

定が多くの関係者に定着していることを踏まえ、原

案としております。 

なお、眼の水晶体の 5 年ごとの等価線量限度の管理

は、過去に遡って行うものではなく、始期は、実効

線量限度と同じく令和 3 年（西暦 2021 年）4 月 1 日

となります。 
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その他放射性同位元素等の規制に関する御意見 

No. 御意見（原文） 考え方 

１ １．施行規則第 20 条第 4 項において、第１号の保存すべき事項の一つに、「測定日時」

とあります。 

（１）第１号の「汚染に状況」については、間接法の場合、ふき取った時期と試料の測

定時期とは異なります。この場合の「測定日時」が、どの時期であるか、条文では不明

確です。 

（２）第１号の「放射線に量」においても、積算型の線量計を用いた場合に、（１）と

同様、「測定日時」が、特定できません。 

（３）（１）、（２）の点を踏まえ、第１号の「測定日時」ではなく、「測定年月日」は適

切と考えます。なお、「測定年月日（ただし、測定と同時に測定結果を求めることがで

きる場合は測定日時）」とする案にあると思います。 

（４）（１）（２）の点を踏まえ、「立入検査の主な指摘事項」について、「日時」につい

て、時刻の記録がないとの指摘で、「不備事項」とされないことを希望します。 

２．施行規則第 20 条第 4 項第３号の「測定日時」についても、「内部被ばく」の測定

結果を計算での算出（数量告示第 19 条）した場合においても、１と同様に、緊急被ば

くを除き、「測定日時」が特定できません。 

測定結果より、状況等を適切に評価するため、測定

日時の記録は必要と考えます。なお、測定日時は、

原則として放射線測定器による測定を行った日時

（時刻及び年月日）となります。 
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２ ３．各種講習会での「最近の放射線安全規制の動向について」について、折角の情報で

すが、内容が不十分と思います。事業所あるいは、各機関で行えるよう、以下の対応を

希望します。 

（１）「立入検査に主な指摘事項」について、「不備事項」を「非密封施設」「密封施設」

「販売、賃貸業」及び「廃棄業」に分けて積算していただきたい。 

（２）「集計結果」について、「非密封施設」「密封施設」を別に積算していただきたい。

例えば、平成３０年の立入検査結果において、医療機関の不備のあった事業所は

「５」に対し、不備項目（事業所数）の合計は、「８」となっています。これは、一つ

の事業所で複数に「不備項目」があった（あくまで、推測ですが、「８」の「不備事

項」うち、「４」を１事業所の「不備事項」で、残り「４」を４事業所が一つずつの不

備を受けたとも考えられます。）ことと思いますが、複数不備のあった事業所の不備内

容を公表願いたい。 

各種講習会で示される「立入検査の主な指摘事項」

の、集計の結果は、その指摘事項の傾向を示し、他

の許可届出使用者等において同様の不備を生じない

よう注意喚起する目的で示しているものです。 

公表情報の充実については引き続き検討していきま

す。 

 

その他の御意見 

No. 御意見（要約） 

３ 医療業界において取り組んでいる従事者区分の徹底方策の支援の要望。 

４ 医療に従事する放射線業務従事者の被ばく管理の一元化の要望。 

５ 放射線測定器着用の徹底等の医師の被ばく管理の適正化に関する要望。 
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眼の水晶体の等価線量限度の変更に関する規則等の改正案への御意見に対する考え方（案）（２／２）  
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別紙２ 

No. 御意見（原文） 考え方 

１ ［別紙 5：制定文］ 

第 2 条と第 3 条は統合し、「次の各号に掲げる告示中、「〇〇」を「××」に改める」と

規定すべき。 
御指摘を踏まえ、規定の簡略化のため、修正します。 

２ 
［別紙 5：制定文］ 

核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する措置に係る技術的細目

を定める告示及び舶用炉告示を令和３年３月３１日付けで廃止するにも係わらず、今

回の改正でさほど重要でない箇所の変更を実施し、１年間程度規定する意味が分か

らないので説明していただきたい。また、舶用炉告示は旧運輸省告示であるので本

来は国土交通省が改正、廃止の手続きをすべきと考える。それにも係わらず原子力

規制委員会が改正及び廃止できるシステムについて説明願いたい。 

御指摘の変更については、規定の誤りを放置することは適

当ではないことから、今回、告示廃止の改正を行うに当た

り、その廃止までの間について誤りを是正するものとなりま

す。 

一般的に、規則及び告示の法令番号には制定時の省庁

名が記されることとなっています。御指摘の船舶炉規則及

び告示は、原子力規制委員会が発足した平成 24 年に、

国土交通省から原子力規制委員会へ移管されています。 

３ ［別紙 6：線量告示］ 

第 7 条第 3 項の「若しくは」は、その後の「区分」と「事象」でいったん閉じているため、

いずれも「又は」に修正すべき。（「又は」と「若しくは」のつかいわけは法令審査の「基

本のき」ではないかと思います。） 

御指摘の箇所について、分かり易さの観点から、同条第 2

項と並びをとり、修正します。 

４ ［別紙 7：１Ｆ告示］ 

第 7 条第 2 項第 2 号の「若しくは」は「又は」に修正すべき。「若しくは」はその後の

「区分」で閉じているのだから、その後の検出されたこと「又は」の又はと並列でないこ

とは明らか。 

御指摘の箇所は、線量限度の場合分けをしており、それを

列挙していることから、原案のとおりとします。 

５ 
［別紙 6：線量告示］ 

第 10 条第 1 項の「とし」と「として」が混在しているのはおかしい。 
御指摘を踏まえ、分かり易さの観点から修正します。 
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No. 御意見（原文） 考え方 

６ 

［別紙 6：線量告示］ 

第 10 条第 1 項の「及び貯蔵性能基準規則」と「並びに貯蔵性能基準規則」が混在し

ているのは条文の構造上おかしい。 

第 10 条第 1 項の「及び貯蔵性能基準規則」の「及び」は、

つなげる文中に（A 及び B）の記載がないため、「及び」を

使用し、「並びに貯蔵性能基準規則」の「並びに」は、つな

げる文中に（A 及び B）の記載があるため、接続詞を「並び

に」としていることから、接続詞の整理に問題は無いため、

原案のとおりとします。 

７ ［別紙 6：線量告示］ 

第 10 条第 3 項の「いずれか」は同時にパブコメ中の放射性同位元素等規制法施行

規則には規定されておらず、同じ規制委員会の中で並びがとれていないのはおかし

い。縦割り行政の弊害の象徴ではないですか？。 御指摘を踏まえ、「いずれか」を削除し修正します。 

［別紙 7：１Ｆ告示］ 

第 9 条第 3 項第 2 号の「いずれか」について、意見７に同じ。［上記と同じ］ 

８ ［別紙 6：線量告示］ 

第 7 条第 4 項は「第 1 号」に傍線が必要。 
御指摘を踏まえ、修正します。 

９ ［別紙 8：外運搬告示］ 

第 42 条は最後の行だから、「削除」ではなく「条を削る」とすべき。 
御指摘を踏まえ、修正します。 

10 ［別紙 8：外運搬告示］ 

７ページの備考の記載は不要ではないか？ 表中に注記はないから。 

意見募集の結果、表中に注記を追加したことから、原案の

とおりとします。 

11 ［別紙 6：線量告示］ 

１２ページの改正後欄の第１条第１項第２号「（原子力船にあっては、当該濃度の七

分の六）」を今回追加したのは、なぜですか？ 

御指摘の追加は、今回の改正において、船舶炉告示を含

む複数の炉規法関係告示中の線量関連の規定の線量告

示への一本化を行っていることによるものです。 
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No. 御意見（原文） 考え方 

12 ［別紙 6：線量告示］ 

１８ページの改正後欄の第７条第３項の「（平成十二年政令第百九十五号）」は削除し

たほうがよいと思います。 第７条第２項第２号では記載されていないから。 

第 7 条第 2 項第 1 号において、政令番号を規定している

ことから、御指摘を踏まえ、削除し修正します。 

13 ［別紙 6：線量告示］ 

２０ページの改正後欄の第１０条第２項第２号の「内部被ばくによる実効線量は、内部

被ばくによる実効線量・・・は、」のうち冒頭の傍線を付していない部分の「内部被ばく

による実効線量は、」は削除すしたほうがよいと思います。 主語が重複しているか

ら。 

御指摘を踏まえ、10 条第 2 項 2 号に「内部被ばくによる実

効線量」を、その他の部分を第 10 条第 4 項に規定するこ

とにより、規定を明確にします。 
［別紙 6：線量告示］ 

第 10 条第 2 項第 2 号の「実効線量は、」と「線量は、」が重なっており、条文として意

味をなしていない。 

14 
［別紙 6：線量告示］ 

２０ページの改正後欄の第１０条第２項第２号の「核燃料物質使用規則第三条第八

号ハ」について： ２１ページの改正前欄の第１０条第４項では核燃料物質使用規則

第二条の十一の五第二号ハが引用されているが、同規則も今回改正するのか？ 

御指摘については、条項番号の誤りであるため、修正しま

す。 
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4 
 

No. 御意見（原文） 考え方 

15 ［全般］ 

今回改正する内容が、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関す

る規則（昭和五十三年総理府令第五十七号）第十七条第八号等の規定に基づき、眼

の水晶体の線量限度の変更のための核燃料物質等の工場又は事業所の外におけ

る運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示等の一部を改正する告示」

のみであるのにも係わらず、パブコメの意見募集の標題が、「眼の水晶体の等価線

量限度の変更に関する規則等の改正案」となっている。改正内容が「告示」であり「規

則」では無いので、パブコメの意見募集の標題の記述に関し、「規則等」ではなく「告

示」とすべきではなかったのではありませんか。 

今回の改正は、眼の水晶体の線量限度の変更に関するも

のとして、原子炉等規制法並び放射性同位元素等規制法

の関係規則及び告示について、合わせて改正を行ったも

のです。今回の意見募集の標題は、これらの改正を合わ

せた共通の標題「眼の水晶体の等価線量限度の変更に関

する規則等の改正案に対する意見募集手続の実施につ

いて」に、放射性同位元素等規制法に係るものは

「（1/2）」、原子炉等規制法に係るものには「(2/2)」を付して

意見募集を行ったことによるものとなります。 

16 ［全般］ 

電子政府の総合窓口の意見募集中案件詳細の根拠法令項欄の「・船舶に設置する

原子炉（研究開発段階にあるものを除く。）の設置、運転等に関する規則第二条等第

二項」は「・船舶に設置する原子炉（研究開発段階にあるものを除く。）の設置、運転

等に関する規則第二条第二項等」の誤記か？ 

意見募集に係るホームページ画面に対する御意見です

が、御指摘のとおり誤記です。 

その他 

１ ［別紙 8：外運搬告示］  

本パブコメで「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の

基準に係る細目等を定める告示」に関し、本文の条文の改正のみが示されている

が、当該告示第３条第１号の表中で呼び込んでいる別表２において「娘核種」という

記載が８カ所もある。他の法令等では、時代の流れに従いそのほとんどが「子孫核

種」と改正されているのが現状であるので、時代遅れの記述が残された法令にならな

いよう今改正に併せて当該記述も改正すべきと考える。 

御指摘のとおりですが、今回改正となる告示以外にも「娘

核種」のままとなっているものがあることから、今後、他の

規制委員会規則と合わせ、改正を行います。 

※御意見の［ ］は意見対象又は注記を示す。 
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○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

号

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
眼
の
水
晶
体
の
線
量
限
度
の
変
更
の
た
め
の
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

名

眼
の
水
晶
体
の
線
量
限
度
の
変
更
の
た
め
の
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
（
案
）

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
、
別
表
に
よ

り
改
正
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
中
の
傍
線
及
び
二
重
傍
線
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し

た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

二

条
項
番
号
そ
の
他
の
標
記
部
分
（
以
下
単
に
「
標
記
部
分
」
と
い
う
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
前
欄
及

別紙３

12



- 2 -

び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
標
記
部
分
が
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
で
異
な
る
と
き
は
、
改

正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
移
動
す
る
こ
と
。

三

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
規
定
を
新
た
に
追
加
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

13



- 3 -

別
表

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
測
定
）

（
測
定
）

第
二
十
条

［
略
］

第
二
十
条

［
同
上
］

２

法
第
二
十
条
第
二
項
の
放
射
線
の
量
の
測
定
は
、
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量

２

［
同
上
］

及
び
内
部
被
ば
く
（
人
体
内
部
に
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
か
ら
の
放
射
線

に
被
ば
く
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
線
量
に
つ
い
て
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
。

一

外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

一

［
同
上
］

う
こ
と
。

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

頭
部
及
び
け
い
部
か
ら
成
る
部
分
、
胸
部
及
び
上
腕
部
か
ら
成
る
部

ロ

頭
部
及
び
け
い
部
か
ら
成
る
部
分
、
胸
部
及
び
上
腕
部
か
ら
成
る
部

分
並
び
に
腹
部
及
び
大
た
い
部
か
ら
成
る
部
分
の
う
ち
、
外
部
被
ば
く

分
並
び
に
腹
部
及
び
大
た
い
部
か
ら
成
る
部
分
の
う
ち
、
外
部
被
ば
く

に
よ
る
線
量
が
最
大
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
が
胸
部
及
び
上
腕
部

に
よ
る
線
量
が
最
大
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
が
胸
部
及
び
上
腕
部

か
ら
成
る
部
分
（
イ
に
お
い
て
腹
部
に
つ
い
て
測
定
す
る
こ
と
と
さ
れ

か
ら
成
る
部
分
（
イ
に
お
い
て
腹
部
に
つ
い
て
測
定
す
る
こ
と
と
さ
れ

る
女
子
に
あ
つ
て
は
腹
部
及
び
大
た
い
部
か
ら
成
る
部
分
）
以
外
の
部

る
女
子
に
あ
つ
て
は
腹
部
及
び
大
た
い
部
か
ら
成
る
部
分
）
以
外
の
部

分
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
よ
る
測
定
に
加
え
、
当
該
外
部
被

分
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
の
ほ
か
当
該
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線

ば
く
に
よ
る
線
量
が
最
大
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
、
一

量
が
最
大
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
及
び
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量

ル
線
量
当
量
及
び
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
（
中
性
子
線
に

（
中
性
子
線
に
つ
い
て
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
）
を
測
定

つ
い
て
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
）
を
測
定
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

ハ

人
体
部
位
の
う
ち
、
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が
最
大
と
な
る
お
そ

ハ

人
体
部
位
の
う
ち
、
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が
最
大
と
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
部
位
が
、
頭
部
、
け
い
部
、
胸
部
、
上
腕
部
、
腹
部
及
び
大

れ
の
あ
る
部
位
が
、
頭
部
、
け
い
部
、
胸
部
、
上
腕
部
、
腹
部
及
び
大

た
い
部
以
外
の
部
位
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
又
は
ロ
に
よ
る
測

た
い
部
以
外
の
部
位
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
及
び
ロ
の
ほ
か
、

定
に
加
え
、
当
該
部
位
に
つ
い
て
、
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

当
該
部
位
に
つ
い
て
、
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
を
測
定
す

量
を
測
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
性
子
線
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
性
子
線
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
な
い
。

ニ

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
を
算
定
す
る
た
め
の
線
量
の
測
定
は
、
イ

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

か
ら
ハ
ま
で
の
測
定
の
ほ
か
、
眼
の
近
傍
そ
の
他
の
適
切
な
部
位
に
つ
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い
て
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

ホ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

ヘ

［
略
］

ホ

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

法
第
二
十
条
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の

４

［
同
上
］

と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五
の
二

略
］

［
一
～
五
の
二

同
上
］

五
の
三

前
号
の
規
定
は
、
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
等
価
線
量
の
う

［
号
を
加
え
る
。
］

ち
、
眼
の
水
晶
体
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
「
実
効
線
量
」
と
あ
る
の
は
「
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
」
と
、
「
累

積
実
効
線
量
」
と
あ
る
の
は
「
眼
の
水
晶
体
の
累
積
等
価
線
量
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

六

［
略
］

六

［
同
上
］

七

第
二
号
か
ら
第
五
号
の
三
ま
で
の
記
録
（
第
二
十
六
条
第
一
項
第
九
号
た

七

第
二
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
の
記
録
（
第
二
十
六
条
第
一
項
第
九
号
た

だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
保
存
す
る
記
録
を
含
む
。
）
を
保
存
す
る
こ
と
。

だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
保
存
す
る
記
録
を
含
む
。
）
を
保
存
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
当
該
記
録
の
対
象
者
が
許
可
届
出
使
用
者
若
し
く
は
許
可
廃
棄
業

た
だ
し
、
当
該
記
録
の
対
象
者
が
許
可
届
出
使
用
者
若
し
く
は
許
可
廃
棄
業

者
の
従
業
者
で
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
当
該
記
録
を
五
年
以
上
保
存
し
た
場

者
の
従
業
者
で
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
当
該
記
録
を
五
年
以
上
保
存
し
た
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委
員
会
が
指
定
す
る
機
関
に
引
き
渡
す

合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委
員
会
が
指
定
す
る
機
関
に
引
き
渡
す

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

八

［
略
］

八

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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○
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第

号

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
一
条
並
び
に
第
二
十

条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
眼
の
水
晶
体
の
線
量
限
度
の
変
更
の
た
め
の
平
成
十
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五

号
（
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

名

眼
の
水
晶
体
の
線
量
限
度
の
変
更
の
た
め
の
平
成
十
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
（
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素

の
数
量
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
案
）

平
成
十
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
（
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中
「硝

酸
塩

硫
化

物
酸

化
物

水
酸

化
物

及
び

金
属

銀
」
を
「硝

酸
塩

硫
化

物
酸

化
物

及
び

水
酸

化
、

、
、

、
、

別紙４

16
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物
以

外
の

化
合

物
並

び
に

金
属

銀

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
表

平
成
十
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
（
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
等
価
線
量
限
度
）

（
等
価
線
量
限
度
）

第
六
条

規
則
第
一
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
各
組
織

第
六
条

規
則
第
一
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
各
組
織

の
一
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
一
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き

五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区

百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

分
し
た
各
期
間
に
つ
き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
一
時
的
立
入
者
の
測
定
に
係
る
線
量
）

（
一
時
的
立
入
者
の
測
定
に
係
る
線
量
）

第
十
八
条

規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
ヘ
に
規
定
す
る
一
時
的
立
入
者
で

第
十
八
条

規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
一
時
的
立
入
者
で

あ
つ
て
放
射
線
業
務
従
事
者
で
な
い
も
の
の
測
定
に
係
る
線
量
は
、
実
効
線

あ
つ
て
放
射
線
業
務
従
事
者
で
な
い
も
の
の
測
定
に
係
る
線
量
は
、
実
効
線

量
に
つ
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

量
に
つ
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
算
定
）

（
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
算
定
）

第
二
十
条

［
略
］

第
二
十
条

［
同
上
］

２

規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
等
価
線
量
は
、
次
の
と
お
り

２

［
同
上
］

と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七

リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち

十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち
、
適
切
な
方
と
す
る
こ
と
。

、
適
切
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

［
略
］

三

［
同
上
］

３

規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
の
二
（
同
項
第
五
号
の
三
に
お
い
て
読
み

３

規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
期
間
は
、
平
成
十
三
年

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
期
間
は
、
平
成
十
三
年
四

四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
と
す
る
。

18
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月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

19
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○
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第

号

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
十

七
条
第
八
号
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
眼
の
水
晶
体
の
線
量
限
度
の
変
更
の
た
め
の
平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
（
核
燃

料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
）
等
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

名

眼
の
水
晶
体
の
線
量
限
度
の
変
更
の
た
め
の
平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
（
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業

所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
案

）

（
改
正
の
対
象
と
な
る
告
示
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
告
示
の
一
部
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

一

平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
（
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の

別紙５

20
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基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
）

別
表
第
一

二

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
し
て
必
要
な

事
項
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
三
号
）

別
表
第
二

三

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
く
線
量
限
度
等
を
定
め
る
告
示
（
平

成
二
十
七
年
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
八
号
。
以
下
「
線
量
告
示
」
と
い
う
。
）

別
表
第
三

第
二
条

次
に
掲
げ
る
告
示
の
規
定
中
「硝
酸

塩
硫

化
物

酸
化

物
水

酸
化

物
及

び
金

属
銀

」
を
「硝

酸
塩

硫
化

物
、

、
、

、
、

酸
化

物
及

び
水

酸
化

物
以

外
の

化
合

物
並

び
に

金
属

銀

」
に
改
め
る
。

一

船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
（
研
究
開
発
段
階
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
基

づ
く
線
量
限
度
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
元
年
運
輸
省
告
示
第
八
十
七
号
。
以
下
「
船
舶
炉
告
示
」
と
い
う
。
）
別
表
第

一
二

線
量
告
示
別
表
第
一

第
三
条

第
一
条
各
号
に
定
め
る
表
中
の
傍
線
及
び
二
重
傍
線
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し

21
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た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

二

条
項
番
号
そ
の
他
の
標
記
部
分
（
以
下
単
に
「
標
記
部
分
」
と
い
う
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
前
欄
及

び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
標
記
部
分
が
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
で
同
一
の
と
き
は
、
改

正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

三

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
標
記

部
分
が
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
で
異
な
る
と
き
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
と
し
て
移

動
す
る
こ
と
。

四

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
前
欄
に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
規
定
を
削
る
こ
と
。

五

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
規
定
を
新
た
に
追
加
す
る
こ
と
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
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す
る
。

２

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
廃
棄
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
を
定
め
る
告
示
（
昭
和

五
十
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
九
号
）
及
び
船
舶
炉
告
示
は
、
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

※
官
報
掲
載
時
は
【
別
表
】
の
体
裁
に
よ
る
新
旧
対
照
表
を
挿
入
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別
表
第
三

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
く
線
量
限
度
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一

条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
管
理
区
域
に
係
る
線
量
等
）

（
管
理
区
域
に
係
る
線
量
等
）

第
一
条

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（

第
一
条

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（

以
下
「
製
錬
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号
、
試
験
研
究
の
用

以
下
「
製
錬
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号
、
試
験
研
究
の
用

に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
試
験
炉
規

に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
試
験
炉
規

則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に

則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に

関
す
る
規
則
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二

関
す
る
規
則
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二

項
第
二
号
及
び
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業

項
第
二
号
及
び
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業

に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
加
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号

に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
加
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号

、
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
核
原
料
物
質
使
用
規
則
」

、
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
核
原
料
物
質
使
用
規
則
」

と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規

と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規

則
（
以
下
「
再
処
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号
、
実
用
発

則
（
以
下
「
再
処
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号
、
実
用
発

電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
実
用
炉
規
則
」
と

電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
実
用
炉
規
則
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
四
号
、
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
（
研
究
開
発

い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ

段
階
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五

て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「

十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
。
以
下
「
船
舶
炉
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
二
種
埋
設
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
八
号
、
核
燃
料
物

第
二
項
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関

の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
第
二
種
埋
設
規
則

す
る
規
則
（
以
下
「
廃
棄
物
管
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
三

」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
八
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物

号
、
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
貯
蔵
規
則
」
と

質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下

い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号
、
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置

「
廃
棄
物
管
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
使
用
済
燃
料

、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
研
開
炉
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
貯
蔵
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条

二
項
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
の
受
託
貯
蔵
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
受
託
貯

第
二
項
第
二
号
、
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す

蔵
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
並
び
に
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物

る
規
則
（
以
下
「
研
開
炉
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
四
号
、
核

質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則

燃
料
物
質
の
受
託
貯
蔵
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
受
託
貯
蔵
規
則
」
と
い
う

（
以
下
「
第
一
種
埋
設
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
原
子

。
）
第
一
条
第
二
号
並
び
に
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
、
濃
度
（
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の

別紙６
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さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
第
一
種

五
第
二
十
八
号
イ
に
つ
い
て
は
、
管
理
区
域
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所

埋
設
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の

の
空
気
中
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
密
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
線
量
、
濃
度
（
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ

に
つ
い
て
は
、
管
理
区
域
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
の
空
気
中
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
又
は
密
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

濃
度
に
つ
い
て
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
第
六
条
第
一
号

二

濃
度
に
つ
い
て
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
第
六
条
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
濃
度
（
原
子
力
船
に
あ
っ
て
は
、
当
該
濃

か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
濃
度
の
十
分
の
一

度
の
七
分
の
六
）
の
十
分
の
一

三

［
略
］

三

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
周
辺
監
視
区
域
外
の
線
量
限
度
）

（
周
辺
監
視
区
域
外
の
線
量
限
度
）

第
二
条

製
錬
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
試
験
炉
規
則
第
一
条
の
二
第
二

第
二
条

製
錬
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
試
験
炉
規
則
第
一
条
の
二
第
二

項
第
六
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
条
の

項
第
六
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
条
の

五
第
五
号
イ
、
加
工
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
加
工
施
設
の
設
計
及
び

五
第
五
号
イ
、
加
工
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
加
工
施
設
の
設
計
及
び

工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
加
工
設
工
規
則
」
と
い

工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
加
工
設
工
規
則
」
と
い

う
。
）
第
八
条
第
一
項
、
加
工
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規

う
。
）
第
八
条
第
一
項
、
加
工
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規

則
（
以
下
「
加
工
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
、
核
原

則
（
以
下
「
加
工
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
、
核
原

料
物
質
使
用
規
則
第
一
条
第
三
号
、
再
処
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号
、

料
物
質
使
用
規
則
第
一
条
第
三
号
、
再
処
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号
、

再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下

再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下

「
再
処
理
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
、
再
処
理
施
設
の
性
能

「
再
処
理
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
、
再
処
理
施
設
の
性
能

に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
再
処
理
性
能
基
準
規
則
」
と
い

に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
再
処
理
性
能
基
準
規
則
」
と
い

う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
、
実
用
発

う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
、
実
用
発

電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
実

電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
実

用
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
、
船
舶
炉
規
則
第

用
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
二
種
埋
設
規

二
条
第
二
項
第
六
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
九
号
、
廃

則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
九
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号

棄
物
管
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又

、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び

は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る

工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋

規
則
（
以
下
「
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七

設
等
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

条
第
一
項
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の

施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
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性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

（
以
下
「
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十

等
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
、
貯
蔵
規
則
第
一
条
第

二
条
第
一
項
、
貯
蔵
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設

二
項
第
三
号
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基

の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
貯
蔵
設
工

準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
貯
蔵
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項

規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
性
能
に
係

、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下

る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）

「
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
、
研
開
炉
規
則
第

第
十
四
条
第
一
項
、
研
開
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
、
研
究
開
発
段
階

二
条
第
二
項
第
六
号
、
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設

発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「

の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
研
開
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。

研
開
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
受
託
貯
蔵
規

）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
一
条
第
三
号
並
び
に
第
一
種
埋

則
第
一
条
第
三
号
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
の
原
子

設
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度

力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
線
量
当
量
率
等
の
記
録
）

（
線
量
当
量
率
等
の
記
録
）

第
三
条

製
錬
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ロ
、
試
験
炉
規
則
第
六
条
第

第
三
条

製
錬
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ロ
、
試
験
炉
規
則
第
六
条
第

一
項
の
表
第
四
号
イ
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
第
一
項
の
表

一
項
の
表
第
四
号
イ
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
第
一
項
の
表

第
二
号
イ
及
び
ハ
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ロ

第
二
号
イ
及
び
ハ
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ロ

、
再
処
理
規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
第
二
号
イ
、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七
条

、
再
処
理
規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
第
二
号
イ
、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七
条

第
一
項
の
表
第
五
号
イ
、
船
舶
炉
規
則
第
十
九
条
第
一
項
の
表
第
四
号
イ
、

第
一
項
の
表
第
五
号
イ
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二

廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
イ
、
貯
蔵
規
則
第
二
十

号
イ
、
貯
蔵
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
三
号
イ
、
研
開
炉
規
則
第
六

七
条
第
一
項
の
表
第
三
号
イ
、
研
開
炉
規
則
第
六
十
二
条
第
一
項
の
表
第
五

十
二
条
第
一
項
の
表
第
五
号
イ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
四
十
四
条
第
一

号
イ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
の
表
第
三
号
イ
の
線
量

項
の
表
第
三
号
イ
の
線
量
当
量
率
並
び
に
試
験
炉
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表

当
量
率
並
び
に
試
験
炉
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
四
号
ハ
、
加
工
規
則
第

第
四
号
ハ
、
加
工
規
則
第
七
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ロ
、
再
処
理
規
則
第
八

七
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ロ
、
再
処
理
規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ

条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
の
表
第
五
号

、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
の
表
第
五
号
ハ
、
船
舶
炉
規
則
第
十
九

ハ
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ロ
及
び
ハ
、
廃
棄
物

条
第
一
項
の
表
第
四
号
ハ
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二

管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
、
貯
蔵
規
則
第
二
十
七
条
第

号
ロ
及
び
ハ
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
、
貯

一
項
の
表
第
三
号
ハ
、
研
開
炉
規
則
第
六
十
二
条
第
一
項
の
表
第
五
号
ハ
並

蔵
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
三
号
ハ
、
研
開
炉
規
則
第
六
十
二
条
第

び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
の
表
第
三
号
ハ
及
び
ニ
の
線
量

一
項
の
表
第
五
号
ハ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
の
表
第

当
量
は
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
も
の
に

三
号
ハ
及
び
ニ
の
線
量
当
量
は
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第
六
項
第
五
項
の
規

つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。
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定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

２

製
錬
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
、
試
験
炉
規
則
第
六
条
第
一
項

２

製
錬
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
、
試
験
炉
規
則
第
六
条
第
一
項

の
表
第
四
号
ニ
及
び
ヘ
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
第
一
項
の

の
表
第
四
号
ニ
及
び
ヘ
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
第
一
項
の

表
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
、
加
工
規
則
第
七
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
及
び
ホ
、

表
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
、
加
工
規
則
第
七
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
及
び
ホ
、

核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
、
再
処
理
規
則
第
八

核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
、
再
処
理
規
則
第
八

条
第
一
項
の
表
第
二
号
ヘ
及
び
チ
、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
の
表

条
第
一
項
の
表
第
二
号
ヘ
及
び
チ
、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
の
表

第
五
号
ニ
及
び
ヘ
、
船
舶
炉
規
則
第
十
九
条
第
一
項
の
表
第
四
号
ニ
、
第
二

第
五
号
ニ
及
び
ヘ
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及

種
埋
設
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
、
廃
棄
物
管
理
規
則

び
ヘ
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
、
貯

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
、
貯
蔵
規
則
第
二
十
七
条
第
一

蔵
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
三
号
ニ
及
び
ヘ
、
研
開
炉
規
則
第
六
十

項
の
表
第
三
号
ニ
及
び
ヘ
、
研
開
炉
規
則
第
六
十
二
条
第
一
項
の
表
第
五
号

二
条
第
一
項
の
表
第
五
号
ニ
及
び
ヘ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
四
十
四
条

ニ
及
び
ヘ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
の
表
第
三
号
ホ
及

第
一
項
の
表
第
三
号
ホ
及
び
ト
の
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
は
、
次
に
つ

び
ト
の
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
は
、
次
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す

い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

３

製
錬
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及
び
ホ
、
試
験
炉
規
則
第
六
条

３

製
錬
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及
び
ホ
、
試
験
炉
規
則
第
六
条

第
一
項
の
表
第
四
号
ホ
及
び
ト
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
第

第
一
項
の
表
第
四
号
ホ
及
び
ト
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
第

一
項
の
表
第
二
号
ホ
及
び
ト
、
加
工
規
則
第
七
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及

一
項
の
表
第
二
号
ホ
及
び
ト
、
加
工
規
則
第
七
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及

び
ヘ
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及
び
ホ
、
再

び
ヘ
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及
び
ホ
、
再

処
理
規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ト
及
び
リ
、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七

処
理
規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ト
及
び
リ
、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七

条
第
一
項
の
表
第
五
号
ホ
及
び
ト
、
船
舶
炉
規
則
第
十
九
条
第
一
項
の
表
第

条
第
一
項
の
表
第
五
号
ホ
及
び
ト
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の

四
号
ホ
及
び
ヘ
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ホ
及
び

表
第
二
号
ホ
及
び
ト
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号

ト
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ホ
及
び
ト
、
貯
蔵

ホ
及
び
ト
、
貯
蔵
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
三
号
ホ
及
び
ト
、
研
開

規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
三
号
ホ
及
び
ト
、
研
開
炉
規
則
第
六
十
二

炉
規
則
第
六
十
二
条
第
一
項
の
表
第
五
号
ホ
及
び
ト
並
び
に
第
一
種
埋
設
規

条
第
一
項
の
表
第
五
号
ホ
及
び
ト
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
四
十
四
条
第

則
第
四
十
四
条
第
一
項
の
表
第
三
号
ヘ
及
び
チ
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定

一
項
の
表
第
三
号
ヘ
及
び
チ
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
五
年
間
は
、

め
る
五
年
間
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期

平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
と
す
る
。

間
と
す
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
五
年
間
の
線
量
は
、
一
年
間
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
実
効

４

前
項
に
規
定
す
る
五
年
間
の
線
量
は
、
一
年
間
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
実
効

線
量
及
び
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
の
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
線
量
に
つ
い
て
記

線
量
の
合
計
線
量
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
表
面
密
度
限
度
）

（
表
面
密
度
限
度
）
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第
四
条

試
験
炉
規
則
第
七
条
第
一
号
ハ
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の

第
四
条

試
験
炉
規
則
第
七
条
第
一
号
ハ
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の

十
一
の
三
第
一
号
ハ
、
加
工
規
則
第
七
条
の
二
の
九
第
一
号
ハ
、
核
原
料
物

十
一
の
三
第
一
号
ハ
、
加
工
規
則
第
七
条
の
二
の
九
第
一
号
ハ
、
核
原
料
物

質
使
用
規
則
第
二
条
第
三
号
ハ
、
再
処
理
規
則
第
九
条
第
一
号
ハ
、
実
用
炉

質
使
用
規
則
第
二
条
第
三
号
ハ
、
再
処
理
規
則
第
九
条
第
一
号
ハ
、
実
用
炉

規
則
第
七
十
八
条
第
一
号
ハ
、
船
舶
炉
規
則
第
二
十
条
第
一
号
ハ
、
第
二
種

規
則
第
七
十
八
条
第
一
号
ハ
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
四
条
第
一
号
ハ
、
廃

埋
設
規
則
第
十
四
条
第
一
号
ハ
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
七
条
第
一
号
ハ

棄
物
管
理
規
則
第
二
十
七
条
第
一
号
ハ
、
貯
蔵
規
則
第
二
十
九
条
第
一
号
ハ

、
貯
蔵
規
則
第
二
十
九
条
第
一
号
ハ
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
三
条
第
一
号
ハ

、
研
開
炉
規
則
第
七
十
三
条
第
一
号
ハ
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
六
号
ハ

、
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
六
号
ハ
及
び
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
三
条
第

及
び
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
三
条
第
一
号
ハ
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定

一
号
ハ
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
表
面
密
度
限
度
は
、
次
表
の
と
お

め
る
表
面
密
度
限
度
は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

［
表

略
］

［
表

同
上
］

（
放
射
線
業
務
従
事
者
等
の
線
量
限
度
）

（
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
限
度
）

第
五
条

製
錬
規
則
第
七
条
の
七
第
四
号
、
試
験
炉
規
則
第
八
条
第
一
項
第
一

第
五
条

製
錬
規
則
第
七
条
の
七
第
四
号
、
試
験
炉
規
則
第
八
条
第
一
項
第
一

号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
一
号
、
加
工
規

号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
一
号
、
加
工
規

則
第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
五
号
イ

則
第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
五
号
イ

及
び
第
十
一
号
の
二
ハ
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
実
用
炉
規

及
び
第
十
一
号
の
二
ハ
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
実
用
炉
規

則
第
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外

則
第
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一

に
お
け
る
廃
棄
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。

号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
条

以
下
「
外
廃
棄
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
七
号
、
核
燃
料
物
質

第
一
項
第
一
号
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
、
受
託
貯
蔵
規

等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三

則
第
二
条
第
八
号
イ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号

年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
。
以
下
「
外
運
搬
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条

の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
次
の

第
八
号
、
船
舶
炉
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第

と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
十
一
号
の
二

十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、

ハ
に
掲
げ
る
線
量
限
度
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

貯
蔵
規
則
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
一
項
第

一
号
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
八
号
イ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十

四
条
第
一
項
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
は
、
実
効

線
量
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第

二
条
第
十
一
号
の
二
ハ
に
掲
げ
る
線
量
限
度
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
者
、
妊
娠
の
意
思
の
な
い
旨
を
核
原

三

女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
者
、
妊
娠
の
意
思
の
な
い
旨
を
製
錬
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料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

事
業
者
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法

二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
八

律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
者
等
（
以
下
単
に
「
原
子
力
事
業
者
等
」
と
い

十
二
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
製
錬
事
業
者
等
を
含
む
。
）
、
加
工

う
。
）
及
び
原
子
力
事
業
者
等
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
、
受
託
貯
蔵

事
業
者
（
法
第
二
十
二
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
加
工
事
業
者
等
を

者
、
核
原
料
物
質
使
用
者
及
び
国
際
規
制
物
資
使
用
者
（
法
第
六
十
一
条

含
む
。
）
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

の
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
法
第
五
十
七
条
の
七
第
一
項

第
一
項
に
規
定
す
る
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
）
、

第
三
号
の
核
原
料
物
質
以
外
の
核
原
料
物
質
で
あ
る
国
際
規
制
物
資
を
使

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定

用
す
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
法
第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
一
項
に
規

す
る
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
）
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業

定
す
る
旧
国
際
規
制
物
資
使
用
者
等
を
含
む
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

者
（
法
第
四
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
使
用
済
燃
料
貯
蔵

て
「
製
錬
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
書
面
で
申
し
出
た
者
並
び
に
次
号

事
業
者
等
を
含
む
。
）
、
再
処
理
事
業
者
（
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規

に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
二
号
に
規
定
す
る
ほ
か
、

定
す
る
旧
再
処
理
事
業
者
等
を
含
む
。
）
、
廃
棄
事
業
者
（
法
第
五
十
一

四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一
日
を
始
期
と
す
る
各
三

条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
廃
棄
事
業
者
等
を
含
む
。
）
、
使
用

月
間
に
つ
き
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

者
（
法
第
五
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
使
用
者
等
を
含
む
。
）

、
受
託
貯
蔵
者
、
核
原
料
物
質
使
用
者
及
び
国
際
規
制
物
資
使
用
者
（
法

第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
法
第
五
十
七
条

の
七
第
一
項
第
三
号
の
核
原
料
物
質
以
外
の
核
原
料
物
質
で
あ
る
国
際
規

制
物
資
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
法
第
六
十
一
条
の
九
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
旧
国
際
規
制
物
資
使
用
者
等
を
含
む
。
）
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
製
錬
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
書
面
で
申
し
出
た
者

並
び
に
次
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
二
号
に
規
定

す
る
ほ
か
、
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一
日
を
始
期

と
す
る
各
三
月
間
に
つ
き
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

四

［
略
］

四

［
同
上
］

２

製
錬
規
則
第
七
条
の
七
第
四
号
、
試
験
炉
規
則
第
八
条
第
一
項
第
一
号
、

２

製
錬
規
則
第
七
条
の
七
第
四
号
、
試
験
炉
規
則
第
八
条
第
一
項
第
一
号
、

核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
一
号
、
加
工
規
則
第

核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
一
号
、
加
工
規
則
第

七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
五
号
イ
及
び

七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
五
号
イ
及
び

第
十
一
号
の
二
ハ
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
実
用
炉
規
則
第

第
十
一
号
の
二
ハ
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
実
用
炉
規
則
第

七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
外
廃
棄
規
則
第
二
条
第
一
項
第
七
号
、
外
運
搬

七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、

規
則
第
十
七
条
第
八
号
、
船
舶
炉
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二

廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
条
第
一

種
埋
設
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第

項
第
一
号
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
、
受
託
貯
蔵
規
則
第

一
項
第
一
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
、
研
開
炉
規
則
第
七
十

二
条
第
八
号
イ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
原

29
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四
条
第
一
項
第
一
号
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
八
号
イ
並
び
に
第
一
種
埋

子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
は
、
等
価
線
量
に
つ
い
て
次
の
と
お

設
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量

り
と
す
る
。

限
度
は
、
等
価
線
量
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
五
年
間
に
つ

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
に
つ
き
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
一
年
間
に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
放
射
線
業
務
従
事
者
に
係
る
濃
度
限
度
）

（
放
射
線
業
務
従
事
者
に
係
る
濃
度
限
度
）

第
六
条

試
験
炉
規
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二

第
六
条

試
験
炉
規
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二

条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
二
号
、
加
工
規
則
第
七
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、

条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
二
号
、
加
工
規
則
第
七
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、

核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
五
号
ロ
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第
一
項
第

核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
五
号
ロ
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第
一
項
第

二
号
、
実
用
炉
規
則
第
七
十
九
条
第
一
項
第
二
号
、
船
舶
炉
規
則
第
二
十
一

二
号
、
実
用
炉
規
則
第
七
十
九
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十

条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
、
廃
棄
物

五
条
第
一
項
第
二
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
貯

管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
条
第
一
項
第
二

蔵
規
則
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
一
項
第
二

号
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第

号
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
八
号
ロ
及
び
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条

八
号
ロ
及
び
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
原
子
力
規
制

第
一
項
第
二
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
は
、
三
月
間
に

委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
に
つ
い
て

つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
各
号
の
濃
度
（
原
子
力
船
に
あ
っ
て
は
、
当
該
濃
度
の
七
分
の
六
）
と

す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

（
緊
急
作
業
に
係
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
限
度
）

（
緊
急
作
業
に
係
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
限
度
）

第
七
条

試
験
炉
規
則
第
八
条
第
二
項
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十

第
七
条

試
験
炉
規
則
第
八
条
第
二
項
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十

一
の
四
第
二
項
、
加
工
規
則
第
七
条
の
三
第
二
項
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第

一
の
四
第
二
項
、
加
工
規
則
第
七
条
の
三
第
二
項
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第

二
項
、
実
用
炉
規
則
第
七
十
九
条
第
二
項
、
外
運
搬
規
則
第
二
十
六
条
第
二

二
項
、
実
用
炉
規
則
第
七
十
九
条
第
二
項
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
五
条
第

項
、
船
舶
炉
規
則
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
五
条
第
二

二
項
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
条
第
二

項
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
条
第
二
項

項
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
二
項
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
四
条
第
二
項
及

、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
二
項
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
四
条
第
二
項
及
び

び
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る

第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線

線
量
限
度
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
眼
の
水
晶
体
の

量
限
度
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
眼
の
水
晶
体
の
等

等
価
線
量
に
つ
い
て
三
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
皮
膚
の
等
価
線
量
に
つ
い

価
線
量
に
つ
い
て
三
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
皮
膚
の
等
価
線
量
に
つ
い
て

て
一
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

30
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一
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第
三
項
第
一
号
若
し
く

二

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第
三
項
第
一
号
若
し
く

は
第
二
号
に
定
め
る
検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

は
第
二
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
放
射
線
量
が
検
出
さ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
放
射
線
量
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
又
は
同
条
第
四
項
第

た
こ
と
又
は
同
条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
事
象

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
事
象

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
の
事
象
が
発
生
し
た
場

［
項
を
加
え
る
。
］

合
の
外
運
搬
規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線

量
限
度
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
二
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
眼
の
水
晶

体
の
等
価
線
量
に
つ
い
て
三
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
皮
膚
の
等
価
線
量
に

つ
い
て
一
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

一

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十

五
号
）
第
四
条
第
四
項
第
四
号
に
定
め
る
放
射
線
量
又
は
第
六
条
第
三
項

第
三
号
の
区
分
に
よ
り
同
号
に
定
め
る
放
射
線
量
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
。

二

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
防
災
管
理
者
が
通
報

す
べ
き
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
事
象
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年

文
部
科
学
省

経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
三
条
又
は
第
四
条
の
事
象

国
土
交
通
省

４

試
験
炉
規
則
第
八
条
第
三
項
第
三
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の

３

試
験
炉
規
則
第
八
条
第
三
項
第
三
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の

十
一
の
四
第
三
項
第
三
号
、
加
工
規
則
第
七
条
の
三
第
三
項
第
三
号
、
再
処

十
一
の
四
第
三
項
第
三
号
、
加
工
規
則
第
七
条
の
三
第
三
項
第
三
号
、
再
処

理
規
則
第
十
条
第
三
項
第
三
号
、
実
用
炉
規
則
第
七
十
九
条
第
三
項
第
三
号

理
規
則
第
十
条
第
三
項
第
三
号
、
実
用
炉
規
則
第
七
十
九
条
第
三
項
第
三
号

、
外
運
搬
規
則
第
二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
五
条

、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
五
条
第
三
項
第
三
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十

第
三
項
第
三
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
三
項
第
三
号
、
貯
蔵
規

八
条
第
三
項
第
三
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
条
第
三
項
第
三
号
、
研
開
炉
規
則

則
第
三
十
条
第
三
項
第
三
号
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
三
項
第
三
号
及

第
七
十
四
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条
第
三
項
第

び
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条
第
三
項
第
三
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が

三
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

定
め
る
場
合
は
、
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
象
の
い
ず

ま
で
に
掲
げ
る
事
象
の
い
ず
れ
か
が
発
生
し
た
場
合
と
す
る
。

れ
か
が
発
生
し
た
場
合
と
す
る
。
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（
周
辺
監
視
区
域
外
の
濃
度
限
度
等
）

（
周
辺
監
視
区
域
外
の
濃
度
限
度
等
）

第
八
条

試
験
炉
規
則
第
十
四
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
試
験
研
究
の
用
に
供

第
八
条

試
験
炉
規
則
第
十
四
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
試
験
研
究
の
用
に
供

す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以

す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以

下
「
試
験
炉
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
試
験

下
「
試
験
炉
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
試
験

研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（

研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（

以
下
「
試
験
炉
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号

以
下
「
試
験
炉
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号

、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
並
び
に
第
二
条
の
十

、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
並
び
に
第
二
条
の
十

一
の
九
第
四
号
及
び
第
七
号
、
加
工
規
則
第
七
条
の
八
第
四
号
及
び
第
七
号

一
の
九
第
四
号
及
び
第
七
号
、
加
工
規
則
第
七
条
の
八
第
四
号
及
び
第
七
号

、
加
工
設
工
規
則
第
十
四
条
第
一
号
、
加
工
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一
条
第

、
加
工
設
工
規
則
第
十
四
条
第
一
号
、
加
工
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一
条
第

一
号
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
十
一
号
ニ
及
び
ト
、
実
用
炉
規
則

一
号
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
十
一
号
ニ
及
び
ト
、
実
用
炉
規
則

第
九
十
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
実
用
炉
技
術
基
準
規
則
第
三
十
九
条
第
一

第
九
十
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
実
用
炉
技
術
基
準
規
則
第
三
十
九
条
第
一

項
第
一
号
、
船
舶
炉
規
則
第
二
十
七
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
第
二
種
埋
設

項
第
一
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
九
条
第
四
号
及
び
第
六
号
、
廃
棄
物
管

規
則
第
十
九
条
第
四
号
及
び
第
六
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
三
条
第
四

理
規
則
第
三
十
三
条
第
四
号
及
び
第
六
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設

号
及
び
第
六
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則
第
十
一
条
第
一
項

工
規
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
性
能
基
準

第
一
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第

規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
五
条
第
四
号
及
び
第
六

一
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
五
条
第
四
号
及
び
第
六
号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第
十

号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第
十
四
条
第
一
号
、
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第

四
条
第
一
号
、
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一
号
、
研
開
炉
規
則
第
八

一
号
、
研
開
炉
規
則
第
八
十
五
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
研
開
炉
技
術
基
準

十
五
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
研
開
炉
技
術
基
準
規
則
第
三
十
八
条
第
一
項

規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
六
十
一
条
第

第
一
号
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
六
十
一
条
第
四
号
及
び
第
六
号
の
原
子

四
号
及
び
第
六
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
（
核
燃
料
物

力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
（
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五

質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
に
つ
い
て
は
、
周
辺
監
視
区
域
の

第
二
十
八
号
イ
に
つ
い
て
は
、
周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監

外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
に
係
る
も
の
に
限

視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
三
月
間
に
つ

る
。
）
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
次
の
と
お
り
と
す
る
。

い
て
の
平
均
濃
度
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
の
報
告
）

（
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
の
報
告
）

第
九
条

製
錬
規
則
第
十
二
条
第
一
項
、
試
験
炉
規
則
第
十
八
条
第
一
項
、
核

第
九
条

製
錬
規
則
第
十
二
条
第
一
項
、
試
験
炉
規
則
第
十
八
条
第
一
項
、
核

燃
料
物
質
使
用
規
則
第
七
条
第
一
項
、
加
工
規
則
第
十
条
第
一
項
、
再
処
理

燃
料
物
質
使
用
規
則
第
七
条
第
一
項
、
加
工
規
則
第
十
条
第
一
項
、
再
処
理

規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
、
実
用
炉
規
則
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百

規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
、
実
用
炉
規
則
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百

三
十
九
条
第
一
項
、
船
舶
炉
規
則
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
二
種
埋
設
規
則

三
十
九
条
第
一
項
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
、
廃
棄
物
管
理
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第
二
十
七
条
第
一
項
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
四
十
条
第
一
項
、
貯
蔵
規
則
第

規
則
第
四
十
条
第
一
項
、
貯
蔵
規
則
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条

四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
第
一
項
、
研
開
炉
規
則
第
百
三
十
一
条

第
一
項
、
研
開
炉
規
則
第
百
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
四
条
第
一
項

第
一
項
及
び
第
百
三
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
九
十
一
条

並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
九
十
一
条
第
一
項
の
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線

第
一
項
の
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
報
告
す
る

量
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
等
の
算
定
）

（
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
等
の
算
定
）

第
十
条

第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
は
実

第
十
条

第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
は
実

効
線
量
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
部

効
線
量
と
し
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量

放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
率
並
び
に
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
十
二

率
並
び
に
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
十
二
号
ホ
、
再
処
理
設
工
規
則

号
ホ
、
外
廃
棄
規
則
第
二
条
第
一
項
第
七
号
、
外
運
搬
規
則
第
十
七
条
第
八

第
十
八
条
第
一
号
、
再
処
理
性
能
基
準
規
則
第
二
十
七
条
第
一
号
、
特
定
第

号
、
再
処
理
設
工
規
則
第
十
八
条
第
一
号
、
再
処
理
性
能
基
準
規
則
第
二
十

一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
特
定
第
一
種
廃

七
条
第
一
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第

棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第

一
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
一

十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一

号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第

号
の
線
量
当
量
率
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
と
し
、
第
三
条
第
一

二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
線
量
当
量
率
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量

項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
並
び
に
試
験
炉
設
工
規
則
第

率
と
し
て
、
及
び
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当

二
十
七
条
第
三
号
、
試
験
炉
性
能
基
準
規
則
第
三
十
五
条
第
三
号
、
核
燃
料

量
並
び
に
試
験
炉
設
工
規
則
第
二
十
七
条
第
三
号
、
試
験
炉
性
能
基
準
規
則

物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
三
十
号
ハ
、
加
工
設
工
規
則
第
十
五
条
第
三

第
三
十
五
条
第
三
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
三
十
号
ハ
、

号
、
加
工
性
能
基
準
規
則
第
二
十
二
条
第
三
号
、
再
処
理
設
工
規
則
第
十
八

加
工
設
工
規
則
第
十
五
条
第
三
号
、
加
工
性
能
基
準
規
則
第
二
十
二
条
第
三

条
第
四
号
及
び
第
五
号
、
再
処
理
性
能
基
準
規
則
第
二
十
七
条
第
四
号
及
び

号
、
再
処
理
設
工
規
則
第
十
八
条
第
四
号
及
び
第
五
号
、
再
処
理
性
能
基
準

第
五
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号

規
則
第
二
十
七
条
第
四
号
及
び
第
五
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設
工

及
び
第
五
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一

規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等

項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第

性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第

五
号
並
び
に
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号

十
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一

の
線
量
当
量
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
。

条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
線
量
当
量
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

量
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
。

２

実
効
線
量
は
、
次
に
規
定
す
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
内
部
被

２

実
効
線
量
は
、
次
に
規
定
す
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
内
部
被

ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
の
和
と
し
て
算
定
す
る
。

ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
の
和
と
す
る
。

一

［
略]

一

［
同
上]

二

内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
は
、
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
並

二

内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
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び
に
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
三
条
第
八
号
ハ
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則

も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二
条
第
七
号
ハ
及
び
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
十
号
ハ
の
線
量
は
、
別

表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
応
じ
て
、
吸
入
摂
取

の
場
合
は
第
二
欄
に
、
経
口
摂
取
の
場
合
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
実
効
線
量

係
数
に
摂
取
量
を
乗
じ
た
も
の
（
二
種
類
以
上
の
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂

取
し
、
又
は
経
口
摂
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
ご
と

に
算
出
し
た
も
の
の
和
）
と
す
る
こ
と
。

３

等
価
線
量
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３

等
価
線
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

［
略]

一

［
同
上]

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七

リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち

十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち
、
適
切
な
方
と
す
る
こ
と
。

、
い
ず
れ
か
適
切
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

［
略]

三

［
同
上]

４

核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
の
五
第
二
号
ハ
、
核
原
料
物
質
使

４

第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
並
び
に
核
燃

用
規
則
第
二
条
第
七
号
ハ
及
び
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
十
号
ハ
の
線
量
は

料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
の
五
第
二
号
ハ
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則

、
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
七
号
ハ
及
び
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
十
号
ハ
の
線
量
は
、
別
表

第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
応
じ
て
、
吸
入
摂
取
の
場

合
は
第
二
欄
に
、
経
口
摂
取
の
場
合
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
実
効
線
量
係
数
に

摂
取
量
を
乗
じ
た
も
の
（
二
種
類
以
上
の
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂
取
し
、
又

は
経
口
摂
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
ご
と
に
算
出
し
た

も
の
の
和
と
す
る
。
）
と
す
る
。

５

実
効
線
量
又
は
等
価
線
量
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
診
療
を
受
け
る
た
め

５

第
二
項
の
実
効
線
量
又
は
第
三
項
の
等
価
線
量
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、

の
被
ば
く
に
よ
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

診
療
を
受
け
る
た
め
の
被
ば
く
に
よ
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

６

線
量
当
量
及
び
線
量
当
量
率
、
実
効
線
量
並
び
に
等
価
線
量
に
つ
い
て
は

６

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が

、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
認
め
た
場
合
は
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
第
三
項
ま

認
め
た
場
合
に
、
他
の
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な

で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
二

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
の
一
部

改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
線
量
当
量
率
等
の
記
録
）

（
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
等
の
記
録
）

第
一
条

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安

第
一
条

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安

又
は
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

又
は
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

）
第
三
条
第
一
項
の
表
第
五
号
イ
及
び
ロ
の
線
量
当
量
率
並
び
に
同
号
ニ
の

）
第
三
条
第
一
項
の
表
第
五
号
イ
及
び
ロ
の
線
量
当
量
率
並
び
に
同
号
ニ
の

線
量
当
量
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
も

線
量
当
量
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
も

の
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

の
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

２

規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
五
号
ホ
及
び
ト
の
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線

２

［
同
上
］

量
は
、
次
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

一

一
年
間
の
線
量
及
び
緊
急
作
業
に
従
事
し
た
期
間
の
線
量
に
つ
い
て
は

一

一
年
間
の
線
量
に
つ
い
て
は
、
実
効
線
量
並
び
に
皮
膚
及
び
眼
の
水
晶

、
実
効
線
量
並
び
に
皮
膚
及
び
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量

体
の
等
価
線
量

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

前
項
に
規
定
す
る
五
年
間
の
線
量
は
、
一
年
間
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
実
効

４

前
項
に
規
定
す
る
五
年
間
の
線
量
は
、
一
年
間
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
実
効

線
量
及
び
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
の
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
線
量
に
つ
い
て
記

線
量
の
合
計
線
量
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
限
度
）

（
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
限
度
）

第
五
条

［
略
］

第
五
条

［
同
上
］

２

規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度

２

［
同
上
］

は
、
等
価
線
量
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
五
年
間
に
つ

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
に
つ
き
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
一
年
間
に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
放
射
線
業
務
従
事
者
に
係
る
濃
度
限
度
）

（
放
射
線
業
務
従
事
者
に
係
る
濃
度
限
度
）

第
六
条

規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度

第
六
条

規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度

別紙７
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限
度
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

限
度
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

（
緊
急
作
業
に
係
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
限
度
）

（
緊
急
作
業
に
係
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
限
度
）

第
七
条

［
略
］

第
七
条

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
事
象
が
発
生
し

２

［
同
上
］

た
場
合
の
規
則
第
十
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度

は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
二
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
眼
の
水
晶
体
の
等

価
線
量
に
つ
い
て
三
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
皮
膚
の
等
価
線
量
に
つ
い
て

一
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第
三
項
第
一
号
若
し
く

二

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第

は
第
二
号
に
定
め
る
検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

二
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
放
射
線
量
が
検
出
さ
れ
た
こ

当
該
各
号
に
定
め
る
放
射
線
量
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
又
は
同
条
第
四
項
第

と
又
は
同
条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
事
象

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
事
象

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

３

規
則
第
十
条
第
三
項
第
三
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
は
、

３

規
則
第
十
条
第
三
項
第
三
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
は
、

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
象
の
い
ず
れ
か
が
発
生
し
た
場
合
と
す
る
。

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
象
の
い
ず
れ
か
が
発
生
し
た
場

合
と
す
る
。

（
周
辺
監
視
区
域
外
等
の
濃
度
限
度
）

（
周
辺
監
視
区
域
外
等
の
濃
度
限
度
）

第
八
条

規
則
第
十
六
条
第
四
号
及
び
第
七
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め

第
八
条

規
則
第
十
六
条
第
四
号
及
び
第
七
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め

る
濃
度
限
度
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と

る
濃
度
限
度
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
次
の
と
お
り
と
す
る
。

す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

２

線
量
告
示
第
二
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な

２

前
項
の
規
定
は
、
線
量
告
示
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
原
子
力
規

い
。

制
委
員
会
が
認
め
た
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。

（
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
等
の
算
定
）

（
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
等
の
算
定
）

第
九
条

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
は
一
セ

第
九
条

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
は
一
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線

ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
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量
当
量
率
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す

量
当
量
率
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
と
す
る
。

る
。

２

実
効
線
量
は
、
次
に
規
定
す
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
内
部
被

２

実
効
線
量
は
、
次
に
規
定
す
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
内
部
被

ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
の
和
と
し
て
算
定
す
る
。

ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
の
和
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
は
、
線
量
告
示
別
表
第
一
の
第
一
欄
に

二

内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た

掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
応
じ
て
、
吸
入
摂
取
の
場
合
は
第
二
欄
に

も
の
と
す
る
こ
と
。

、
経
口
摂
取
の
場
合
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
線
量
係
数
に
摂
取
量
を
乗
じ
た

も
の
（
二
種
類
以
上
の
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
ご
と
に
算
出
し
た
も
の
の
和
）

と
す
る
こ
と
。

３

等
価
線
量
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３

等
価
線
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七

リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち

十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち
、
適
切
な
方
と
す
る
こ
と
。

、
い
ず
れ
か
適
切
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

［
略
］

三

［
同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

４

第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
は
、
線
量
告

示
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
応
じ
て
、
吸
入
摂

取
の
場
合
は
第
二
欄
に
、
経
口
摂
取
の
場
合
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
線
量
係
数

に
摂
取
量
を
乗
じ
た
も
の
（
二
種
類
以
上
の
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂
取
し
、

又
は
経
口
摂
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
ご
と
に
算
出
し

た
も
の
の
和
と
す
る
。
）
と
す
る
。

４

実
効
線
量
又
は
等
価
線
量
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
診
療
を
受
け
る
た
め

５

第
二
項
の
実
効
線
量
又
は
第
三
項
の
等
価
線
量
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、

の
被
ば
く
に
よ
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

診
療
を
受
け
る
た
め
の
被
ば
く
に
よ
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

５

線
量
当
量
及
び
線
量
当
量
率
、
実
効
線
量
並
び
に
等
価
線
量
に
つ
い
て
は

６

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が

、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
認
め
た
場
合
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

認
め
た
場
合
に
、
他
の
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
一

平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
（
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め

る
告
示
）
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
放
射
線
業
務
従
事
者
に
係
る
線
量
限
度
）

第
三
十
八
条

削
除

第
三
十
八
条

規
則
第
十
七
条
第
八
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量

限
度
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

五
年
間
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

二

一
年
間
（
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

三

女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
者
及
び
妊
娠
の
意
思
の
な
い
旨
を
法

第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
者
等
（
以
下
単
に
「
原
子

力
事
業
者
等
」
と
い
う
。
」
）
及
び
原
子
力
事
業
者
等
か
ら
運
搬
を
委
託

さ
れ
た
者
に
書
面
で
申
し
出
た
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
二
号
に

規
定
す
る
ほ
か
、
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一
日
を

始
期
と
す
る
各
三
月
間
に
つ
き
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

２

規
則
第
十
七
条
第
八
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
は
、

等
価
線
量
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
に
つ
き
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

二

皮
膚
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
に
つ
き
五
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

三

妊
娠
中
で
あ
る
女
子
の
腹
部
表
面
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
申
出
等
に
よ

り
、
原
子
力
事
業
者
等
及
び
原
子
力
事
業
者
等
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た

者
が
妊
娠
の
事
実
を
知
っ
た
と
き
か
ら
出
産
す
る
ま
で
の
間
に
つ
き
二
ミ

リ
シ
ー
ベ
ル
ト

（
実
効
線
量
等
の
算
定
）

第
三
十
九
条

削
除

第
三
十
九
条

前
条
の
実
効
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る

。
２

前
条
の
等
価
線
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

別紙８
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一

皮
膚
の
等
価
線
量
は
、
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
こ

と
。

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七

十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち
、
適
切
な
方
と
す
る
こ
と
。

三

第
三
十
八
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
女
子
の
腹
部
表
面
の
等
価
線

量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
こ
と
。

３

前
条
の
実
効
線
量
又
は
等
価
線
量
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
診
療
を
受
け

る
た
め
の
被
ば
く
を
除
く
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
認
め

た
場
合
に
他
の
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
緊
急
作
業
に
係
る
線
量
限
度
）

第
四
十
二
条

削
除

［
条
を
削
る
。
］

第
四
十
二
条

規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線

量
限
度
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
眼
の
水
晶
体
の
等

価
線
量
に
つ
い
て
三
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
皮
膚
の
等
価
線
量
に
つ
い
て

一
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（

平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
第
四
条
第
四
項
第
四
号
若
し
く
は
第
六

条
第
三
項
第
三
号
の
区
分
に
よ
り
同
号
に
定
め
る
放
射
線
量
が
検
出
さ
れ
た

こ
と
又
は
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
防
災
管
理
者
が

通
報
す
べ
き
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
事
象
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四

文
部
科
学
省

年
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
三
条
若
し
く
は
第
四
条
の
事
象
が
発
生
し
た

国
土
交
通
省

場
合
の
規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限

度
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
二
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
眼
の
水
晶
体
の

等
価
線
量
に
つ
い
て
三
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
皮
膚
の
等
価
線
量
に
つ
い

て
一
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

３

規
則
第
二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合

は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
象
の
い
ず
れ
か
が
発
生
し
た
場
合
と
す
る
。
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別紙９ 

原 規 技 発 第  号  

令和元年 月 日 

放射線審議会 

会長 神谷 研二 殿 

原子力規制委員会 

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則等の規定に基づく

眼の水晶体の等価線量限度に関する基準の策定について（諮問） 

 下記の規則及び告示について眼の水晶体の等価線量限度に関する基準を別紙

の内容で策定することについて、放射線障害防止の技術的基準に関する法律（昭

和三十三年法律第百六十二号）第六条の規定に基づき貴審議会の意見を求める。 

記 

 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則（昭和三十五年総理府令第

五十六号）

 平成十二年科学技術庁告示第五号（放射線を放出する同位元素の数量等を

定める件）

 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線

量限度等を定める告示（平成二十七年原子力規制委員会告示第八号）

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料

物質の防護に関して必要な事項を定める告示（平成二十五年原子力規制委

員会告示第三号）

以上 

41



放射性同位元素等の規制に関する法令の改正要綱（案） 

放射性同位元素等の規制に関する法令においては、放射性同位元素等の規制

に関する法律施行規則（以下「規則」という。）及び平成十二年科学技術庁告示

第五号（放射線を放出する同位元素の数量等を定める件）（以下「告示」という。）

について、以下の改正を行う。 

１．眼の水晶体の等価線量限度の取り入れ 

(1)放射線業務従事者の眼の水晶体の線量限度と適切な施行時期を以下のと 

おり設定すること。【告示の改正】 

①平成 13 年 4 月 1 日以後 5 年ごとに区分した各期間（施行日の令和 3 年 4

月 1日以後）につき 100 ミリシーベルト

②4月 1日を始期とする 1年間につき 50 ミリシーベルト

(2)眼の水晶体の線量の 5 年間の合計線量の記録を追加すること。【告示の改

正】 

２．眼の水晶体の等価線量を算定するための線量当量 

(1)眼の水晶体の等価線量を算定するため、3 ミリメートル線量当量の測定に

ついて、以下の規定を追加すること。 

①眼の水晶体測定については、眼の近傍その他適切な部位について 3 ミリ

メートル線量当量を測定することによって行うことができる。【規則の改

正】

②①の測定結果を１．(2)に定める期間について集計して記録及び保存する

こと。【規則の改正】 

③眼の水晶体の等価線量の算定について 3 ミリメートル線量当量を選択肢

とすること。【告示の改正】

【参考：意見具申との対応関係】 

本改正要綱の項

目 

「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について

（意見具申）」の項目 

１．(1)①～② 

１．(2) 

5.1 関係 

２．(1)①～③ 5.2(2) 関係 

別紙１
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別
表

放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
測
定
）

（
測
定
）

第
二
十
条

［
略
］

第
二
十
条

［
同
上
］

２

法
第
二
十
条
第
二
項
の
放
射
線
の
量
の
測
定
は
、
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量

２

［
同
上
］

及
び
内
部
被
ば
く
（
人
体
内
部
に
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
か
ら
の
放
射
線

に
被
ば
く
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
線
量
に
つ
い
て
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
。

一

外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

一

［
同
上
］

う
こ
と
。

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

頭
部
及
び
け
い
部
か
ら
成
る
部
分
、
胸
部
及
び
上
腕
部
か
ら
成
る
部

ロ

頭
部
及
び
け
い
部
か
ら
成
る
部
分
、
胸
部
及
び
上
腕
部
か
ら
成
る
部

分
並
び
に
腹
部
及
び
大
た
い
部
か
ら
成
る
部
分
の
う
ち
、
外
部
被
ば
く

分
並
び
に
腹
部
及
び
大
た
い
部
か
ら
成
る
部
分
の
う
ち
、
外
部
被
ば
く

に
よ
る
線
量
が
最
大
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
が
胸
部
及
び
上
腕
部

に
よ
る
線
量
が
最
大
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
が
胸
部
及
び
上
腕
部

か
ら
成
る
部
分
（
イ
に
お
い
て
腹
部
に
つ
い
て
測
定
す
る
こ
と
と
さ
れ

か
ら
成
る
部
分
（
イ
に
お
い
て
腹
部
に
つ
い
て
測
定
す
る
こ
と
と
さ
れ

る
女
子
に
あ
つ
て
は
腹
部
及
び
大
た
い
部
か
ら
成
る
部
分
）
以
外
の
部

る
女
子
に
あ
つ
て
は
腹
部
及
び
大
た
い
部
か
ら
成
る
部
分
）
以
外
の
部

分
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
よ
る
測
定
に
加
え
、
当
該
外
部
被

分
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
の
ほ
か
当
該
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線

ば
く
に
よ
る
線
量
が
最
大
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
、
一

量
が
最
大
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
及
び
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量

ル
線
量
当
量
及
び
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
（
中
性
子
線
に

（
中
性
子
線
に
つ
い
て
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
）
を
測
定

つ
い
て
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
）
を
測
定
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

ハ

人
体
部
位
の
う
ち
、
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が
最
大
と
な
る
お
そ

ハ

人
体
部
位
の
う
ち
、
外
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
が
最
大
と
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
部
位
が
、
頭
部
、
け
い
部
、
胸
部
、
上
腕
部
、
腹
部
及
び
大

れ
の
あ
る
部
位
が
、
頭
部
、
け
い
部
、
胸
部
、
上
腕
部
、
腹
部
及
び
大

た
い
部
以
外
の
部
位
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
又
は
ロ
に
よ
る
測

た
い
部
以
外
の
部
位
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
イ
及
び
ロ
の
ほ
か
、

定
に
加
え
、
当
該
部
位
に
つ
い
て
、
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

当
該
部
位
に
つ
い
て
、
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
を
測
定
す

量
を
測
定
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
性
子
線
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

る
こ
と
。
た
だ
し
、
中
性
子
線
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

で
な
い
。

ニ

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
を
算
定
す
る
た
め
の
線
量
の
測
定
は
、
イ

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

か
ら
ハ
ま
で
の
測
定
の
ほ
か
、
眼
の
近
傍
そ
の
他
の
適
切
な
部
位
に
つ
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い
て
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

ホ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

ヘ

［
略
］

ホ

［
同
上
］

二

［
略
］

二

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

法
第
二
十
条
第
三
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
の

４

［
同
上
］

と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五
の
二

略
］

［
一
～
五
の
二

同
上
］

五
の
三

前
号
の
規
定
は
、
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
等
価
線
量
の
う

［
号
を
加
え
る
。
］

ち
、
眼
の
水
晶
体
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
「
実
効
線
量
」
と
あ
る
の
は
「
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
」
と
、
「
累

積
実
効
線
量
」
と
あ
る
の
は
「
眼
の
水
晶
体
の
累
積
等
価
線
量
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

六

［
略
］

六

［
同
上
］

七

第
二
号
か
ら
第
五
号
の
三
ま
で
の
記
録
（
第
二
十
六
条
第
一
項
第
九
号
た

七

第
二
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
の
記
録
（
第
二
十
六
条
第
一
項
第
九
号
た

だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
保
存
す
る
記
録
を
含
む
。
）
を
保
存
す
る
こ
と
。

だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
保
存
す
る
記
録
を
含
む
。
）
を
保
存
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
当
該
記
録
の
対
象
者
が
許
可
届
出
使
用
者
若
し
く
は
許
可
廃
棄
業

た
だ
し
、
当
該
記
録
の
対
象
者
が
許
可
届
出
使
用
者
若
し
く
は
許
可
廃
棄
業

者
の
従
業
者
で
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
当
該
記
録
を
五
年
以
上
保
存
し
た
場

者
の
従
業
者
で
な
く
な
つ
た
場
合
又
は
当
該
記
録
を
五
年
以
上
保
存
し
た
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委
員
会
が
指
定
す
る
機
関
に
引
き
渡
す

合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
原
子
力
規
制
委
員
会
が
指
定
す
る
機
関
に
引
き
渡
す

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

八

［
略
］

八

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表

平
成
十
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
（
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

後

改

正

前

（
等
価
線
量
限
度
）

（
等
価
線
量
限
度
）

第
六
条

規
則
第
一
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
各
組
織

第
六
条

規
則
第
一
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
各
組
織

の
一
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
一
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き

五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区

百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

分
し
た
各
期
間
に
つ
き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
一
時
的
立
入
者
の
測
定
に
係
る
線
量
）

（
一
時
的
立
入
者
の
測
定
に
係
る
線
量
）

第
十
八
条

規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
ヘ
に
規
定
す
る
一
時
的
立
入
者
で

第
十
八
条

規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
一
時
的
立
入
者
で

あ
つ
て
放
射
線
業
務
従
事
者
で
な
い
も
の
の
測
定
に
係
る
線
量
は
、
実
効
線

あ
つ
て
放
射
線
業
務
従
事
者
で
な
い
も
の
の
測
定
に
係
る
線
量
は
、
実
効
線

量
に
つ
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

量
に
つ
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
算
定
）

（
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
算
定
）

第
二
十
条

［
略
］

第
二
十
条

［
同
上
］

２

規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
等
価
線
量
は
、
次
の
と
お
り

２

［
同
上
］

と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七

リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち

十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち
、
適
切
な
方
と
す
る
こ
と
。

、
適
切
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

［
略
］

三

［
同
上
］

３

規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
の
二
（
同
項
第
五
号
の
三
に
お
い
て
読
み

３

規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
期
間
は
、
平
成
十
三
年

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
期
間
は
、
平
成
十
三
年
四

四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
と
す
る
。

45



- 2 -

月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法令の改正要綱（案） 

 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法令においては、「核原

料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等

を定める告示」及び「東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保

安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示」について、以

下の改正を行う。 

 

１. 眼の水晶体の等価線量限度の取り入れ 

（1）放射線業務従事者の眼の水晶体の線量限度と適切な施行時期を以下のと

おり設定すること。 

①令和 3年 4月 1日及びその 5年後ごとの 4月 1日を始期とするする 5年

間につき 100 ミリシーベルト 

②4月 1日を始期とする 1年間につき 50 ミリシーベルト 

（2）眼の水晶体の線量の 5年間の合計線量の記録を追加すること。 

 

２. 眼の水晶体の等価線量の算定 

 眼の水晶体の等価線量の算定について 3ミリメートル線量当量の選択肢を追

加すること。 

 

 

【参考：意見具申との対応関係】 

本改正要綱の項目 「眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について

（意見具申）」の項目 

１．(1) ①、② 

１．(2) 

5.1 関係 

２ 5.2(2) 関係 

 

別紙２ 
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別
表
第
三

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
く
線
量
限
度
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一

条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
管
理
区
域
に
係
る
線
量
等
）

（
管
理
区
域
に
係
る
線
量
等
）

第
一
条

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（

第
一
条

核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
の
製
錬
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（

以
下
「
製
錬
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号
、
試
験
研
究
の
用

以
下
「
製
錬
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号
、
試
験
研
究
の
用

に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
試
験
炉
規

に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
試
験
炉
規

則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に

則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に

関
す
る
規
則
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二

関
す
る
規
則
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二

項
第
二
号
及
び
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業

項
第
二
号
及
び
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業

に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
加
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号

に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
加
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号

、
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
核
原
料
物
質
使
用
規
則
」

、
核
原
料
物
質
の
使
用
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
核
原
料
物
質
使
用
規
則
」

と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規

と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規

則
（
以
下
「
再
処
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号
、
実
用
発

則
（
以
下
「
再
処
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号
、
実
用
発

電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
実
用
炉
規
則
」
と

電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
実
用
炉
規
則
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
四
号
、
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
（
研
究
開
発

い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ

段
階
に
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五

て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「

十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
。
以
下
「
船
舶
炉
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条

第
二
種
埋
設
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
八
号
、
核
燃
料
物

第
二
項
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物

質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関

の
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
第
二
種
埋
設
規
則

す
る
規
則
（
以
下
「
廃
棄
物
管
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
三

」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
二
項
第
八
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物

号
、
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
貯
蔵
規
則
」
と

質
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下

い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
二
号
、
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置

「
廃
棄
物
管
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
使
用
済
燃
料

、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
研
開
炉
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

の
貯
蔵
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
貯
蔵
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条

二
項
第
四
号
、
核
燃
料
物
質
の
受
託
貯
蔵
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
受
託
貯

第
二
項
第
二
号
、
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す

蔵
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
号
並
び
に
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物

る
規
則
（
以
下
「
研
開
炉
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
四
号
、
核

質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則

燃
料
物
質
の
受
託
貯
蔵
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
受
託
貯
蔵
規
則
」
と
い
う

（
以
下
「
第
一
種
埋
設
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
原
子

。
）
第
一
条
第
二
号
並
び
に
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
、
濃
度
（
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
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さ
れ
た
物
の
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
第
一
種

五
第
二
十
八
号
イ
に
つ
い
て
は
、
管
理
区
域
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所

埋
設
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の

の
空
気
中
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
密
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
線
量
、
濃
度
（
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ

に
つ
い
て
は
、
管
理
区
域
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
の
空
気
中
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
又
は
密
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

濃
度
に
つ
い
て
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
第
六
条
第
一
号

二

濃
度
に
つ
い
て
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
第
六
条
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
濃
度
（
原
子
力
船
に
あ
っ
て
は
、
当
該
濃

か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
濃
度
の
十
分
の
一

度
の
七
分
の
六
）
の
十
分
の
一

三

［
略
］

三

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
周
辺
監
視
区
域
外
の
線
量
限
度
）

（
周
辺
監
視
区
域
外
の
線
量
限
度
）

第
二
条

製
錬
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
試
験
炉
規
則
第
一
条
の
二
第
二

第
二
条

製
錬
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
試
験
炉
規
則
第
一
条
の
二
第
二

項
第
六
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
条
の

項
第
六
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
二
条
の

五
第
五
号
イ
、
加
工
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
加
工
施
設
の
設
計
及
び

五
第
五
号
イ
、
加
工
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
加
工
施
設
の
設
計
及
び

工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
加
工
設
工
規
則
」
と
い

工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
加
工
設
工
規
則
」
と
い

う
。
）
第
八
条
第
一
項
、
加
工
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規

う
。
）
第
八
条
第
一
項
、
加
工
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規

則
（
以
下
「
加
工
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
、
核
原

則
（
以
下
「
加
工
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
一
項
、
核
原

料
物
質
使
用
規
則
第
一
条
第
三
号
、
再
処
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号
、

料
物
質
使
用
規
則
第
一
条
第
三
号
、
再
処
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号
、

再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下

再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下

「
再
処
理
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
、
再
処
理
施
設
の
性
能

「
再
処
理
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
、
再
処
理
施
設
の
性
能

に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
再
処
理
性
能
基
準
規
則
」
と
い

に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
再
処
理
性
能
基
準
規
則
」
と
い

う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
、
実
用
発

う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
、
実
用
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
、
実
用
発

電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
実

電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
実

用
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
、
船
舶
炉
規
則
第

用
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
二
種
埋
設
規

二
条
第
二
項
第
六
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
九
号
、
廃

則
第
一
条
の
二
第
二
項
第
九
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号

棄
物
管
理
規
則
第
一
条
第
二
項
第
四
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又

、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び

は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る

工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋

規
則
（
以
下
「
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七

設
等
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

条
第
一
項
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の

施
設
又
は
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
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性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設

（
以
下
「
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十

等
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
、
貯
蔵
規
則
第
一
条
第

二
条
第
一
項
、
貯
蔵
規
則
第
一
条
第
二
項
第
三
号
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設

二
項
第
三
号
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基

の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
貯
蔵
設
工

準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
貯
蔵
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項

規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
性
能
に
係

、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下

る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）

「
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
、
研
開
炉
規
則
第

第
十
四
条
第
一
項
、
研
開
炉
規
則
第
二
条
第
二
項
第
六
号
、
研
究
開
発
段
階

二
条
第
二
項
第
六
号
、
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設

発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「

の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
研
開
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。

研
開
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
受
託
貯
蔵
規

）
第
四
十
一
条
第
一
項
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
一
条
第
三
号
並
び
に
第
一
種
埋

則
第
一
条
第
三
号
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
の
原
子

設
規
則
第
二
条
第
二
項
第
四
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度

力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
線
量
当
量
率
等
の
記
録
）

（
線
量
当
量
率
等
の
記
録
）

第
三
条

製
錬
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ロ
、
試
験
炉
規
則
第
六
条
第

第
三
条

製
錬
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ロ
、
試
験
炉
規
則
第
六
条
第

一
項
の
表
第
四
号
イ
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
第
一
項
の
表

一
項
の
表
第
四
号
イ
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
第
一
項
の
表

第
二
号
イ
及
び
ハ
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ロ

第
二
号
イ
及
び
ハ
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ロ

、
再
処
理
規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
第
二
号
イ
、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七
条

、
再
処
理
規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
第
二
号
イ
、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七
条

第
一
項
の
表
第
五
号
イ
、
船
舶
炉
規
則
第
十
九
条
第
一
項
の
表
第
四
号
イ
、

第
一
項
の
表
第
五
号
イ
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二

廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
イ
、
貯
蔵
規
則
第
二
十

号
イ
、
貯
蔵
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
三
号
イ
、
研
開
炉
規
則
第
六

七
条
第
一
項
の
表
第
三
号
イ
、
研
開
炉
規
則
第
六
十
二
条
第
一
項
の
表
第
五

十
二
条
第
一
項
の
表
第
五
号
イ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
四
十
四
条
第
一

号
イ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
の
表
第
三
号
イ
の
線
量

項
の
表
第
三
号
イ
の
線
量
当
量
率
並
び
に
試
験
炉
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表

当
量
率
並
び
に
試
験
炉
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
四
号
ハ
、
加
工
規
則
第

第
四
号
ハ
、
加
工
規
則
第
七
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ロ
、
再
処
理
規
則
第
八

七
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ロ
、
再
処
理
規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ

条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
の
表
第
五
号

、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
の
表
第
五
号
ハ
、
船
舶
炉
規
則
第
十
九

ハ
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ロ
及
び
ハ
、
廃
棄
物

条
第
一
項
の
表
第
四
号
ハ
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二

管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
、
貯
蔵
規
則
第
二
十
七
条
第

号
ロ
及
び
ハ
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
、
貯

一
項
の
表
第
三
号
ハ
、
研
開
炉
規
則
第
六
十
二
条
第
一
項
の
表
第
五
号
ハ
並

蔵
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
三
号
ハ
、
研
開
炉
規
則
第
六
十
二
条
第

び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
の
表
第
三
号
ハ
及
び
ニ
の
線
量

一
項
の
表
第
五
号
ハ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
の
表
第

当
量
は
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
も
の
に

三
号
ハ
及
び
ニ
の
線
量
当
量
は
、
第
十
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ

つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。
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り
算
定
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

２

製
錬
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
、
試
験
炉
規
則
第
六
条
第
一
項

２

製
錬
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
、
試
験
炉
規
則
第
六
条
第
一
項

の
表
第
四
号
ニ
及
び
ヘ
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
第
一
項
の

の
表
第
四
号
ニ
及
び
ヘ
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
第
一
項
の

表
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
、
加
工
規
則
第
七
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
及
び
ホ
、

表
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
、
加
工
規
則
第
七
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
及
び
ホ
、

核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
、
再
処
理
規
則
第
八

核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ハ
、
再
処
理
規
則
第
八

条
第
一
項
の
表
第
二
号
ヘ
及
び
チ
、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
の
表

条
第
一
項
の
表
第
二
号
ヘ
及
び
チ
、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
の
表

第
五
号
ニ
及
び
ヘ
、
船
舶
炉
規
則
第
十
九
条
第
一
項
の
表
第
四
号
ニ
、
第
二

第
五
号
ニ
及
び
ヘ
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及

種
埋
設
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
、
廃
棄
物
管
理
規
則

び
ヘ
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
、
貯

第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及
び
ヘ
、
貯
蔵
規
則
第
二
十
七
条
第
一

蔵
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
三
号
ニ
及
び
ヘ
、
研
開
炉
規
則
第
六
十

項
の
表
第
三
号
ニ
及
び
ヘ
、
研
開
炉
規
則
第
六
十
二
条
第
一
項
の
表
第
五
号

二
条
第
一
項
の
表
第
五
号
ニ
及
び
ヘ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
四
十
四
条

ニ
及
び
ヘ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
の
表
第
三
号
ホ
及

第
一
項
の
表
第
三
号
ホ
及
び
ト
の
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
は
、
次
に
つ

び
ト
の
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
は
、
次
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す

い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

３

製
錬
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及
び
ホ
、
試
験
炉
規
則
第
六
条

３

製
錬
規
則
第
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及
び
ホ
、
試
験
炉
規
則
第
六
条

第
一
項
の
表
第
四
号
ホ
及
び
ト
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
第

第
一
項
の
表
第
四
号
ホ
及
び
ト
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
第

一
項
の
表
第
二
号
ホ
及
び
ト
、
加
工
規
則
第
七
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及

一
項
の
表
第
二
号
ホ
及
び
ト
、
加
工
規
則
第
七
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及

び
ヘ
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及
び
ホ
、
再

び
ヘ
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ニ
及
び
ホ
、
再

処
理
規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ト
及
び
リ
、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七

処
理
規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ト
及
び
リ
、
実
用
炉
規
則
第
六
十
七

条
第
一
項
の
表
第
五
号
ホ
及
び
ト
、
船
舶
炉
規
則
第
十
九
条
第
一
項
の
表
第

条
第
一
項
の
表
第
五
号
ホ
及
び
ト
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の

四
号
ホ
及
び
ヘ
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ホ
及
び

表
第
二
号
ホ
及
び
ト
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号

ト
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
六
条
第
一
項
の
表
第
二
号
ホ
及
び
ト
、
貯
蔵

ホ
及
び
ト
、
貯
蔵
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
三
号
ホ
及
び
ト
、
研
開

規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
三
号
ホ
及
び
ト
、
研
開
炉
規
則
第
六
十
二

炉
規
則
第
六
十
二
条
第
一
項
の
表
第
五
号
ホ
及
び
ト
並
び
に
第
一
種
埋
設
規

条
第
一
項
の
表
第
五
号
ホ
及
び
ト
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
四
十
四
条
第

則
第
四
十
四
条
第
一
項
の
表
第
三
号
ヘ
及
び
チ
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定

一
項
の
表
第
三
号
ヘ
及
び
チ
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
五
年
間
は
、

め
る
五
年
間
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期

平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
と
す
る
。

間
と
す
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
五
年
間
の
線
量
は
、
一
年
間
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
実
効

４

前
項
に
規
定
す
る
五
年
間
の
線
量
は
、
一
年
間
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
実
効

線
量
及
び
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
の
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
線
量
に
つ
い
て
記

線
量
の
合
計
線
量
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
表
面
密
度
限
度
）

（
表
面
密
度
限
度
）
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第
四
条

試
験
炉
規
則
第
七
条
第
一
号
ハ
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の

第
四
条

試
験
炉
規
則
第
七
条
第
一
号
ハ
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の

十
一
の
三
第
一
号
ハ
、
加
工
規
則
第
七
条
の
二
の
九
第
一
号
ハ
、
核
原
料
物

十
一
の
三
第
一
号
ハ
、
加
工
規
則
第
七
条
の
二
の
九
第
一
号
ハ
、
核
原
料
物

質
使
用
規
則
第
二
条
第
三
号
ハ
、
再
処
理
規
則
第
九
条
第
一
号
ハ
、
実
用
炉

質
使
用
規
則
第
二
条
第
三
号
ハ
、
再
処
理
規
則
第
九
条
第
一
号
ハ
、
実
用
炉

規
則
第
七
十
八
条
第
一
号
ハ
、
船
舶
炉
規
則
第
二
十
条
第
一
号
ハ
、
第
二
種

規
則
第
七
十
八
条
第
一
号
ハ
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
四
条
第
一
号
ハ
、
廃

埋
設
規
則
第
十
四
条
第
一
号
ハ
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
七
条
第
一
号
ハ

棄
物
管
理
規
則
第
二
十
七
条
第
一
号
ハ
、
貯
蔵
規
則
第
二
十
九
条
第
一
号
ハ

、
貯
蔵
規
則
第
二
十
九
条
第
一
号
ハ
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
三
条
第
一
号
ハ

、
研
開
炉
規
則
第
七
十
三
条
第
一
号
ハ
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
六
号
ハ

、
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
六
号
ハ
及
び
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
三
条
第

及
び
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
三
条
第
一
号
ハ
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定

一
号
ハ
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
表
面
密
度
限
度
は
、
次
表
の
と
お

め
る
表
面
密
度
限
度
は
、
次
表
の
と
お
り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

［
表

略
］

［
表

同
上
］

（
放
射
線
業
務
従
事
者
等
の
線
量
限
度
）

（
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
限
度
）

第
五
条

製
錬
規
則
第
七
条
の
七
第
四
号
、
試
験
炉
規
則
第
八
条
第
一
項
第
一

第
五
条

製
錬
規
則
第
七
条
の
七
第
四
号
、
試
験
炉
規
則
第
八
条
第
一
項
第
一

号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
一
号
、
加
工
規

号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
一
号
、
加
工
規

則
第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
五
号
イ

則
第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
五
号
イ

及
び
第
十
一
号
の
二
ハ
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
実
用
炉
規

及
び
第
十
一
号
の
二
ハ
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
実
用
炉
規

則
第
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外

則
第
七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一

に
お
け
る
廃
棄
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。

号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
条

以
下
「
外
廃
棄
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
七
号
、
核
燃
料
物
質

第
一
項
第
一
号
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
、
受
託
貯
蔵
規

等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三

則
第
二
条
第
八
号
イ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号

年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
。
以
下
「
外
運
搬
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条

の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
次
の

第
八
号
、
船
舶
炉
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第

と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
十
一
号
の
二

十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、

ハ
に
掲
げ
る
線
量
限
度
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

貯
蔵
規
則
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
一
項
第

一
号
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
八
号
イ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十

四
条
第
一
項
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
は
、
実
効

線
量
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第

二
条
第
十
一
号
の
二
ハ
に
掲
げ
る
線
量
限
度
に
つ
い
て
は
、
第
四
号
の
規
定

は
適
用
し
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
者
、
妊
娠
の
意
思
の
な
い
旨
を
核
原

三

女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
者
、
妊
娠
の
意
思
の
な
い
旨
を
製
錬
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料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

事
業
者
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法

二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
八

律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

に
規
定
す
る
原
子
力
事
業
者
等
（
以
下
単
に
「
原
子
力
事
業
者
等
」
と
い

十
二
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
製
錬
事
業
者
等
を
含
む
。
）
、
加
工

う
。
）
及
び
原
子
力
事
業
者
等
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
、
受
託
貯
蔵

事
業
者
（
法
第
二
十
二
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
加
工
事
業
者
等
を

者
、
核
原
料
物
質
使
用
者
及
び
国
際
規
制
物
資
使
用
者
（
法
第
六
十
一
条

含
む
。
）
、
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三

の
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
法
第
五
十
七
条
の
七
第
一
項

第
一
項
に
規
定
す
る
旧
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
）
、

第
三
号
の
核
原
料
物
質
以
外
の
核
原
料
物
質
で
あ
る
国
際
規
制
物
資
を
使

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
（
法
第
四
十
三
条
の
三
の
三
十
五
第
一
項
に
規
定

用
す
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
法
第
六
十
一
条
の
九
の
三
第
一
項
に
規

す
る
旧
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
を
含
む
。
）
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
事
業

定
す
る
旧
国
際
規
制
物
資
使
用
者
等
を
含
む
。
）
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

者
（
法
第
四
十
三
条
の
二
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
使
用
済
燃
料
貯
蔵

て
「
製
錬
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
書
面
で
申
し
出
た
者
並
び
に
次
号

事
業
者
等
を
含
む
。
）
、
再
処
理
事
業
者
（
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規

に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
二
号
に
規
定
す
る
ほ
か
、

定
す
る
旧
再
処
理
事
業
者
等
を
含
む
。
）
、
廃
棄
事
業
者
（
法
第
五
十
一

四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一
日
を
始
期
と
す
る
各
三

条
の
二
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
廃
棄
事
業
者
等
を
含
む
。
）
、
使
用

月
間
に
つ
き
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

者
（
法
第
五
十
七
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
使
用
者
等
を
含
む
。
）

、
受
託
貯
蔵
者
、
核
原
料
物
質
使
用
者
及
び
国
際
規
制
物
資
使
用
者
（
法

第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
法
第
五
十
七
条

の
七
第
一
項
第
三
号
の
核
原
料
物
質
以
外
の
核
原
料
物
質
で
あ
る
国
際
規

制
物
資
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
法
第
六
十
一
条
の
九
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
旧
国
際
規
制
物
資
使
用
者
等
を
含
む
。
）
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
製
錬
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
書
面
で
申
し
出
た
者

並
び
に
次
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
二
号
に
規
定

す
る
ほ
か
、
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一
日
を
始
期

と
す
る
各
三
月
間
に
つ
き
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

四

［
略
］

四

［
同
上
］

２

製
錬
規
則
第
七
条
の
七
第
四
号
、
試
験
炉
規
則
第
八
条
第
一
項
第
一
号
、

２

製
錬
規
則
第
七
条
の
七
第
四
号
、
試
験
炉
規
則
第
八
条
第
一
項
第
一
号
、

核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
一
号
、
加
工
規
則
第

核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
一
号
、
加
工
規
則
第

七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
五
号
イ
及
び

七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
五
号
イ
及
び

第
十
一
号
の
二
ハ
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
実
用
炉
規
則
第

第
十
一
号
の
二
ハ
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
実
用
炉
規
則
第

七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
外
廃
棄
規
則
第
二
条
第
一
項
第
七
号
、
外
運
搬

七
十
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、

規
則
第
十
七
条
第
八
号
、
船
舶
炉
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二

廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
条
第
一

種
埋
設
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第

項
第
一
号
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
、
受
託
貯
蔵
規
則
第

一
項
第
一
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
、
研
開
炉
規
則
第
七
十

二
条
第
八
号
イ
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
原
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四
条
第
一
項
第
一
号
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
八
号
イ
並
び
に
第
一
種
埋

子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度
は
、
等
価
線
量
に
つ
い
て
次
の
と
お

設
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量

り
と
す
る
。

限
度
は
、
等
価
線
量
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
五
年
間
に
つ

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
に
つ
き
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
一
年
間
に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
放
射
線
業
務
従
事
者
に
係
る
濃
度
限
度
）

（
放
射
線
業
務
従
事
者
に
係
る
濃
度
限
度
）

第
六
条

試
験
炉
規
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二

第
六
条

試
験
炉
規
則
第
八
条
第
一
項
第
二
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二

条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
二
号
、
加
工
規
則
第
七
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、

条
の
十
一
の
四
第
一
項
第
二
号
、
加
工
規
則
第
七
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、

核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
五
号
ロ
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第
一
項
第

核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
五
号
ロ
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第
一
項
第

二
号
、
実
用
炉
規
則
第
七
十
九
条
第
一
項
第
二
号
、
船
舶
炉
規
則
第
二
十
一

二
号
、
実
用
炉
規
則
第
七
十
九
条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十

条
第
一
項
第
二
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
、
廃
棄
物

五
条
第
一
項
第
二
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
貯

管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
条
第
一
項
第
二

蔵
規
則
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
一
項
第
二

号
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第

号
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
八
号
ロ
及
び
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条

八
号
ロ
及
び
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
原
子
力
規
制

第
一
項
第
二
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
は
、
三
月
間
に

委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
に
つ
い
て

つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
次
の
と
お
り
と
す
る
。

次
の
各
号
の
濃
度
（
原
子
力
船
に
あ
っ
て
は
、
当
該
濃
度
の
七
分
の
六
）
と

す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

（
緊
急
作
業
に
係
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
限
度
）

（
緊
急
作
業
に
係
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
限
度
）

第
七
条

試
験
炉
規
則
第
八
条
第
二
項
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十

第
七
条

試
験
炉
規
則
第
八
条
第
二
項
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十

一
の
四
第
二
項
、
加
工
規
則
第
七
条
の
三
第
二
項
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第

一
の
四
第
二
項
、
加
工
規
則
第
七
条
の
三
第
二
項
、
再
処
理
規
則
第
十
条
第

二
項
、
実
用
炉
規
則
第
七
十
九
条
第
二
項
、
外
運
搬
規
則
第
二
十
六
条
第
二

二
項
、
実
用
炉
規
則
第
七
十
九
条
第
二
項
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
五
条
第

項
、
船
舶
炉
規
則
第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
五
条
第
二

二
項
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
条
第
二

項
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
条
第
二
項

項
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
二
項
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
四
条
第
二
項
及

、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
二
項
、
受
託
貯
蔵
規
則
第
四
条
第
二
項
及
び

び
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る

第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線

線
量
限
度
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
眼
の
水
晶
体
の

量
限
度
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
眼
の
水
晶
体
の
等

等
価
線
量
に
つ
い
て
三
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
皮
膚
の
等
価
線
量
に
つ
い

価
線
量
に
つ
い
て
三
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
皮
膚
の
等
価
線
量
に
つ
い
て

て
一
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。
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一
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第
三
項
第
一
号
若
し
く

二

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第
三
項
第
一
号
若
し
く

は
第
二
号
に
定
め
る
検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

は
第
二
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
放
射
線
量
が
検
出
さ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
放
射
線
量
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
又
は
同
条
第
四
項
第

た
こ
と
又
は
同
条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
事
象

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
事
象

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
の
事
象
が
発
生
し
た
場

［
項
を
加
え
る
。
］

合
の
外
運
搬
規
則
第
二
十
六
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線

量
限
度
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
二
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
眼
の
水
晶

体
の
等
価
線
量
に
つ
い
て
三
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
皮
膚
の
等
価
線
量
に

つ
い
て
一
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

一

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
四
条
第
四
項
第
四
号
に
定
め

る
放
射
線
量
又
は
第
六
条
第
三
項
第
三
号
の
区
分
に
よ
り
同
号
に
定
め
る

放
射
線
量
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
。

二

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
原
子
力
防
災
管
理
者
が
通
報

す
べ
き
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
事
象
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年

文
部
科
学
省

経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
第
三
条
又
は
第
四
条
の
事
象

国
土
交
通
省

４

試
験
炉
規
則
第
八
条
第
三
項
第
三
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の

３

試
験
炉
規
則
第
八
条
第
三
項
第
三
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の

十
一
の
四
第
三
項
第
三
号
、
加
工
規
則
第
七
条
の
三
第
三
項
第
三
号
、
再
処

十
一
の
四
第
三
項
第
三
号
、
加
工
規
則
第
七
条
の
三
第
三
項
第
三
号
、
再
処

理
規
則
第
十
条
第
三
項
第
三
号
、
実
用
炉
規
則
第
七
十
九
条
第
三
項
第
三
号

理
規
則
第
十
条
第
三
項
第
三
号
、
実
用
炉
規
則
第
七
十
九
条
第
三
項
第
三
号

、
外
運
搬
規
則
第
二
十
六
条
第
三
項
第
三
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
五
条

、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
五
条
第
三
項
第
三
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十

第
三
項
第
三
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
二
十
八
条
第
三
項
第
三
号
、
貯
蔵
規

八
条
第
三
項
第
三
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
条
第
三
項
第
三
号
、
研
開
炉
規
則

則
第
三
十
条
第
三
項
第
三
号
、
研
開
炉
規
則
第
七
十
四
条
第
三
項
第
三
号
及

第
七
十
四
条
第
三
項
第
三
号
及
び
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条
第
三
項
第

び
第
一
種
埋
設
規
則
第
五
十
四
条
第
三
項
第
三
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が

三
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

定
め
る
場
合
は
、
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
象
の
い
ず

ま
で
に
掲
げ
る
事
象
の
い
ず
れ
か
が
発
生
し
た
場
合
と
す
る
。

れ
か
が
発
生
し
た
場
合
と
す
る
。
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（
周
辺
監
視
区
域
外
の
濃
度
限
度
等
）

（
周
辺
監
視
区
域
外
の
濃
度
限
度
等
）

第
八
条

試
験
炉
規
則
第
十
四
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
試
験
研
究
の
用
に
供

第
八
条

試
験
炉
規
則
第
十
四
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
試
験
研
究
の
用
に
供

す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以

す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以

下
「
試
験
炉
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
試
験

下
「
試
験
炉
設
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
試
験

研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（

研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（

以
下
「
試
験
炉
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号

以
下
「
試
験
炉
性
能
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号

、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
並
び
に
第
二
条
の
十

、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
並
び
に
第
二
条
の
十

一
の
九
第
四
号
及
び
第
七
号
、
加
工
規
則
第
七
条
の
八
第
四
号
及
び
第
七
号

一
の
九
第
四
号
及
び
第
七
号
、
加
工
規
則
第
七
条
の
八
第
四
号
及
び
第
七
号

、
加
工
設
工
規
則
第
十
四
条
第
一
号
、
加
工
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一
条
第

、
加
工
設
工
規
則
第
十
四
条
第
一
号
、
加
工
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一
条
第

一
号
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
十
一
号
ニ
及
び
ト
、
実
用
炉
規
則

一
号
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
十
一
号
ニ
及
び
ト
、
実
用
炉
規
則

第
九
十
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
実
用
炉
技
術
基
準
規
則
第
三
十
九
条
第
一

第
九
十
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
実
用
炉
技
術
基
準
規
則
第
三
十
九
条
第
一

項
第
一
号
、
船
舶
炉
規
則
第
二
十
七
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
第
二
種
埋
設

項
第
一
号
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
十
九
条
第
四
号
及
び
第
六
号
、
廃
棄
物
管

規
則
第
十
九
条
第
四
号
及
び
第
六
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
三
条
第
四

理
規
則
第
三
十
三
条
第
四
号
及
び
第
六
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設

号
及
び
第
六
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則
第
十
一
条
第
一
項

工
規
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
性
能
基
準

第
一
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第

規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
五
条
第
四
号
及
び
第
六

一
号
、
貯
蔵
規
則
第
三
十
五
条
第
四
号
及
び
第
六
号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第
十

号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第
十
四
条
第
一
号
、
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第

四
条
第
一
号
、
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一
号
、
研
開
炉
規
則
第
八

一
号
、
研
開
炉
規
則
第
八
十
五
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
研
開
炉
技
術
基
準

十
五
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
研
開
炉
技
術
基
準
規
則
第
三
十
八
条
第
一
項

規
則
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
六
十
一
条
第

第
一
号
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
六
十
一
条
第
四
号
及
び
第
六
号
の
原
子

四
号
及
び
第
六
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
（
核
燃
料
物

力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
限
度
（
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五

質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
二
十
八
号
イ
に
つ
い
て
は
、
周
辺
監
視
区
域
の

第
二
十
八
号
イ
に
つ
い
て
は
、
周
辺
監
視
区
域
の
外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監

外
の
空
気
中
及
び
周
辺
監
視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
に
係
る
も
の
に
限

視
区
域
の
境
界
に
お
け
る
水
中
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
三
月
間
に
つ

る
。
）
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
次
の
と
お
り
と
す
る
。

い
て
の
平
均
濃
度
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

（
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
の
報
告
）

（
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
の
報
告
）

第
九
条

製
錬
規
則
第
十
二
条
第
一
項
、
試
験
炉
規
則
第
十
八
条
第
一
項
、
核

第
九
条

製
錬
規
則
第
十
二
条
第
一
項
、
試
験
炉
規
則
第
十
八
条
第
一
項
、
核

燃
料
物
質
使
用
規
則
第
七
条
第
一
項
、
加
工
規
則
第
十
条
第
一
項
、
再
処
理

燃
料
物
質
使
用
規
則
第
七
条
第
一
項
、
加
工
規
則
第
十
条
第
一
項
、
再
処
理

規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
、
実
用
炉
規
則
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百

規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
、
実
用
炉
規
則
第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百

三
十
九
条
第
一
項
、
船
舶
炉
規
則
第
三
十
七
条
第
一
項
、
第
二
種
埋
設
規
則

三
十
九
条
第
一
項
、
第
二
種
埋
設
規
則
第
二
十
七
条
第
一
項
、
廃
棄
物
管
理
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第
二
十
七
条
第
一
項
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
四
十
条
第
一
項
、
貯
蔵
規
則
第

規
則
第
四
十
条
第
一
項
、
貯
蔵
規
則
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条

四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
第
一
項
、
研
開
炉
規
則
第
百
三
十
一
条

第
一
項
、
研
開
炉
規
則
第
百
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
四
条
第
一
項

第
一
項
及
び
第
百
三
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
九
十
一
条

並
び
に
第
一
種
埋
設
規
則
第
九
十
一
条
第
一
項
の
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線

第
一
項
の
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
報
告
す
る

量
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
等
の
算
定
）

（
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
等
の
算
定
）

第
十
条

第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
は
実

第
十
条

第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
は
実

効
線
量
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
部

効
線
量
と
し
、
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量

放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
率
並
び
に
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
十
二

率
並
び
に
核
原
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
第
十
二
号
ホ
、
再
処
理
設
工
規
則

号
ホ
、
外
廃
棄
規
則
第
二
条
第
一
項
第
七
号
、
外
運
搬
規
則
第
十
七
条
第
八

第
十
八
条
第
一
号
、
再
処
理
性
能
基
準
規
則
第
二
十
七
条
第
一
号
、
特
定
第

号
、
再
処
理
設
工
規
則
第
十
八
条
第
一
号
、
再
処
理
性
能
基
準
規
則
第
二
十

一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
、
特
定
第
一
種
廃

七
条
第
一
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第

棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第

一
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
一

十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一

号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第

号
の
線
量
当
量
率
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
と
し
、
第
三
条
第
一

二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
線
量
当
量
率
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量

項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
並
び
に
試
験
炉
設
工
規
則
第

率
と
し
て
、
及
び
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当

二
十
七
条
第
三
号
、
試
験
炉
性
能
基
準
規
則
第
三
十
五
条
第
三
号
、
核
燃
料

量
並
び
に
試
験
炉
設
工
規
則
第
二
十
七
条
第
三
号
、
試
験
炉
性
能
基
準
規
則

物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
三
十
号
ハ
、
加
工
設
工
規
則
第
十
五
条
第
三

第
三
十
五
条
第
三
号
、
核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
五
第
三
十
号
ハ
、

号
、
加
工
性
能
基
準
規
則
第
二
十
二
条
第
三
号
、
再
処
理
設
工
規
則
第
十
八

加
工
設
工
規
則
第
十
五
条
第
三
号
、
加
工
性
能
基
準
規
則
第
二
十
二
条
第
三

条
第
四
号
及
び
第
五
号
、
再
処
理
性
能
基
準
規
則
第
二
十
七
条
第
四
号
及
び

号
、
再
処
理
設
工
規
則
第
十
八
条
第
四
号
及
び
第
五
号
、
再
処
理
性
能
基
準

第
五
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号

規
則
第
二
十
七
条
第
四
号
及
び
第
五
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
設
工

及
び
第
五
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等
性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一

規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
特
定
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
等

項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第

性
能
基
準
規
則
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
、
貯
蔵
設
工
規
則
第

五
号
並
び
に
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号

十
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
貯
蔵
性
能
基
準
規
則
第
二
十
一

の
線
量
当
量
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
。

条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
の
線
量
当
量
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

量
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
。

２

実
効
線
量
は
、
次
に
規
定
す
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
内
部
被

２

実
効
線
量
は
、
次
に
規
定
す
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
内
部
被

ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
の
和
と
し
て
算
定
す
る
。

ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
の
和
と
す
る
。

一

［
略]

一

［
同
上]

二

内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
は
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放

二

内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
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射
性
物
質
の
種
類
に
応
じ
て
、
吸
入
摂
取
の
場
合
は
第
二
欄
に
、
経
口
摂

も
の
と
す
る
こ
と
。

取
の
場
合
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
実
効
線
量
係
数
に
摂
取
量
を
乗
じ
た
も
の

（
二
種
類
以
上
の
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
し
た
場

合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
ご
と
に
算
出
し
た
も
の
の
和
）
と
す

る
こ
と
。

３

等
価
線
量
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３

等
価
線
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

［
略]

一

［
同
上]

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七

リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち

十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち
、
適
切
な
方
と
す
る
こ
と
。

、
適
切
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

［
略]

三

［
同
上]

４

核
燃
料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
の
五
第
二
号
ハ
、
核
原
料
物
質
使

４

第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
並
び
に
核
燃

用
規
則
第
二
条
第
七
号
ハ
及
び
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
十
号
ハ
の
線
量
は

料
物
質
使
用
規
則
第
二
条
の
十
一
の
五
第
二
号
ハ
、
核
原
料
物
質
使
用
規
則

、
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
七
号
ハ
及
び
受
託
貯
蔵
規
則
第
二
条
第
十
号
ハ
の
線
量
は
、
別
表

第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
応
じ
て
、
吸
入
摂
取
の
場

合
は
第
二
欄
に
、
経
口
摂
取
の
場
合
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
実
効
線
量
係
数
に

摂
取
量
を
乗
じ
た
も
の
（
二
種
類
以
上
の
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂
取
し
、
又

は
経
口
摂
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
ご
と
に
算
出
し
た

も
の
の
和
と
す
る
。
）
と
す
る
。

５

実
効
線
量
又
は
等
価
線
量
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
診
療
を
受
け
る
た
め

５

第
二
項
の
実
効
線
量
又
は
第
三
項
の
等
価
線
量
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、

の
被
ば
く
に
よ
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

診
療
を
受
け
る
た
め
の
被
ば
く
に
よ
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

６

線
量
当
量
及
び
線
量
当
量
率
、
実
効
線
量
並
び
に
等
価
線
量
に
つ
い
て
は

６

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が

、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
認
め
た
場
合
は
、
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規

認
め
た
場
合
に
、
他
の
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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別
表
第
二

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示
の
一
部

改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
線
量
当
量
率
等
の
記
録
）

（
放
射
線
遮
蔽
物
の
側
壁
に
お
け
る
線
量
当
量
率
等
の
記
録
）

第
一
条

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安

第
一
条

東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
原
子
炉
施
設
の
保
安

又
は
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

又
は
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

）
第
三
条
第
一
項
の
表
第
五
号
イ
及
び
ロ
の
線
量
当
量
率
並
び
に
同
号
ニ
の

）
第
三
条
第
一
項
の
表
第
五
号
イ
及
び
ロ
の
線
量
当
量
率
並
び
に
同
号
ニ
の

線
量
当
量
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
も

線
量
当
量
は
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
も

の
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

の
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

２

規
則
第
三
条
第
一
項
の
表
第
五
号
ホ
及
び
ト
の
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線

２

［
同
上
］

量
は
、
次
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

一

一
年
間
の
線
量
及
び
緊
急
作
業
に
従
事
し
た
期
間
の
線
量
に
つ
い
て
は

一

一
年
間
の
線
量
に
つ
い
て
は
、
実
効
線
量
並
び
に
皮
膚
及
び
眼
の
水
晶

、
実
効
線
量
並
び
に
皮
膚
及
び
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量

体
の
等
価
線
量

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

４

前
項
に
規
定
す
る
五
年
間
の
線
量
は
、
一
年
間
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
実
効

４

前
項
に
規
定
す
る
五
年
間
の
線
量
は
、
一
年
間
ご
と
に
算
定
さ
れ
た
実
効

線
量
及
び
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
の
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
線
量
に
つ
い
て
記

線
量
の
合
計
線
量
に
つ
い
て
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。

録
す
る
も
の
と
す
る
。

（
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
限
度
）

（
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
限
度
）

第
五
条

［
略
］

第
五
条

［
同
上
］

２

規
則
第
十
条
第
一
項
第
一
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度

２

［
同
上
］

は
、
等
価
線
量
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
五
年
間
に
つ

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
に
つ
き
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

き
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
一
年
間
に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

（
放
射
線
業
務
従
事
者
に
係
る
濃
度
限
度
）

（
放
射
線
業
務
従
事
者
に
係
る
濃
度
限
度
）

第
六
条

規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度

第
六
条

規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
濃
度
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限
度
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

限
度
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
次
の
と
お
り
と
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

（
緊
急
作
業
に
係
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
限
度
）

（
緊
急
作
業
に
係
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
限
度
）

第
七
条

［
略
］

第
七
条

［
同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
事
象
が
発
生
し

２

［
同
上
］

た
場
合
の
規
則
第
十
条
第
二
項
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め
る
線
量
限
度

は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
二
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
眼
の
水
晶
体
の
等

価
線
量
に
つ
い
て
三
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
皮
膚
の
等
価
線
量
に
つ
い
て

一
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第
三
項
第
一
号
若
し
く

二

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
第
六
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第

は
第
二
号
に
定
め
る
検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

二
号
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
放
射
線
量
が
検
出
さ
れ
た
こ

当
該
各
号
に
定
め
る
放
射
線
量
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
又
は
同
条
第
四
項
第

と
又
は
同
条
第
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
事
象

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
事
象

［
三
・
四

略
］

［
三
・
四

同
上
］

３

規
則
第
十
条
第
三
項
第
三
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
は
、

３

規
則
第
十
条
第
三
項
第
三
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
場
合
は
、

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
象
の
い
ず
れ
か
が
発
生
し
た
場
合
と
す
る
。

前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
象
の
い
ず
れ
か
が
発
生
し
た
場

合
と
す
る
。

（
周
辺
監
視
区
域
外
等
の
濃
度
限
度
）

（
周
辺
監
視
区
域
外
等
の
濃
度
限
度
）

第
八
条

規
則
第
十
六
条
第
四
号
及
び
第
七
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め

第
八
条

規
則
第
十
六
条
第
四
号
及
び
第
七
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
の
定
め

る
濃
度
限
度
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と

る
濃
度
限
度
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
次
の
と
お
り
と
す
る
。

す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

２

線
量
告
示
第
二
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な

２

前
項
の
規
定
は
、
線
量
告
示
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
原
子
力
規

い
。

制
委
員
会
が
認
め
た
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。

（
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
等
の
算
定
）

（
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
等
の
算
定
）

第
九
条

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
は
一
セ

第
九
条

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
は
一
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線

ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
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量
当
量
率
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す

量
当
量
率
は
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
と
す
る
。

る
。

２

実
効
線
量
は
、
次
に
規
定
す
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
内
部
被

２

実
効
線
量
は
、
次
に
規
定
す
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
内
部
被

ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
の
和
と
し
て
算
定
す
る
。

ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
の
和
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
は
、
線
量
告
示
別
表
第
一
の
第
一
欄
に

二

内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し
た

掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
応
じ
て
、
吸
入
摂
取
の
場
合
は
第
二
欄
に

も
の
と
す
る
こ
と
。

、
経
口
摂
取
の
場
合
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
線
量
係
数
に
摂
取
量
を
乗
じ
た

も
の
（
二
種
類
以
上
の
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂
取
し
、
又
は
経
口
摂
取
し

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
ご
と
に
算
出
し
た
も
の
の
和
）

と
す
る
こ
と
。

３

等
価
線
量
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３

等
価
線
量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

［
略
］

一

［
同
上
］

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七

リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち

十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち
、
適
切
な
方
と
す
る
こ
と
。

、
適
切
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

［
略
］

三

［
同
上
］

［
項
を
削
る
。
］

４

第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
は
、
線
量
告

示
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
応
じ
て
、
吸
入
摂

取
の
場
合
は
第
二
欄
に
、
経
口
摂
取
の
場
合
は
第
三
欄
に
掲
げ
る
線
量
係
数

に
摂
取
量
を
乗
じ
た
も
の
（
二
種
類
以
上
の
放
射
性
物
質
を
吸
入
摂
取
し
、

又
は
経
口
摂
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
ご
と
に
算
出
し

た
も
の
の
和
と
す
る
。
）
と
す
る
。

４

実
効
線
量
又
は
等
価
線
量
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
診
療
を
受
け
る
た
め

５

第
二
項
の
実
効
線
量
又
は
第
三
項
の
等
価
線
量
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、

の
被
ば
く
に
よ
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

診
療
を
受
け
る
た
め
の
被
ば
く
に
よ
る
も
の
を
除
く
も
の
と
す
る
。

５

線
量
当
量
及
び
線
量
当
量
率
、
実
効
線
量
並
び
に
等
価
線
量
に
つ
い
て
は

６

第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が

、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
認
め
た
場
合
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規

認
め
た
場
合
に
、
他
の
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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